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第1章 在留資格の取消し

第1節 総則

第1 制度の趣旨

1 本邦に在留する外国人で、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けている

者、正当な理由がなく現に有する在留資格に該当する活動を行うことなく一定期間が経

過している者及び住居地の届出を行うことなく一定期間が経過している者等については、

公正な出入国の管理を実現する観点から、入管法第22条の4に基づき、当該者が有す

る在留期間が満了する前に現に有する在留資格を取り消すことができることとしている。

2 在留資格取消処分は、当該者の在留の法律上の根拠を失わせるものであることから、在

留資格の取消しに当たっては、相手方に主張、立証の機会を与えるため、取消しの対象

となる外国人から意見を聴取することとされている。

3 在留資格を取り消す場合、入管法第22条の4第1項第1号又は第2号に該当するとし

たときは、入管法第24条第2号の2の退去強制事由に該当する。また、入管法第22

条の4第1項第5号に該当し、かつ、同条第7項ただし書に該当するときは、入管法第

24条第2号の3の退去強制事由に該当する。これら以外の取消事由に該当するとした

ときは、出国のために必要な期間が指定されることとなる。他方、在留資格の取消事由

に該当すると認められた場合であっても、在留状況、家族状況その他当該外国人を取り

巻く状況に鑑み、在留資格を取り消さないことが相当と認められるときは、引き続き在

留を認めることとなる。

なお、現に有する在留資格に該当する活動を行わないこと、現に有する在留資格に該当

する活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い若しくは行おうとしていること又は住

居地の届出を行わないことに正当な理由があるときは、在留資格を取り消すことはでき

ない。

4 入管法第22条の4第1項第7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消し

をしようとする場合には、在留資格の変更の申請又は永住許可の申請の機会を与えるよ

う配慮しなければならない。これ以外の場合においても、在留資格の変更の申請等の機

会を与えることが適切と判断できるときは、これらの申請等の機会を与えるよう配慮す

る。

5 なお、本制度の創設に伴い、上陸許可の証印等、在留資格変更許可、在留期間更新許可、

永住許可、在留資格取得許可及び在留特別許可については、行政法の一般法理による取
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消しを行ってはならない。

第2 取消しの対象

1 入管法第22条の4第1項の規定により取り消すことができるのは、入管法別表第1又

は別表第2の上欄の在留資格である。ただし、同項第5号又は第6号については、入管

法別表第1の上欄の在留資格のみ、同項第7号については、日本人の配偶者等又は永住

者の配偶者等（いずれも配偶者の身分を有する者（日本人の特別養子、日本人の子とし

て出生した者の身分を有する者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本

邦に在留している者の身分を有する者を除く。）に限る。）の在留資格のみ、同項第8

号から第10号までについては、中長期在留者のみを在留資格取消しの対象としている。

また、入管法第22条の4第1項の規定による取消しの対象となるのは、本邦に在留

資格をもって在留する外国人が現に有する在留資格であり、取消しの原因となるのは上

陸許可等の許可に係る事情（同項第1号から第4号まで）及び許可後の特定の事情（同

項第5号から第10号まで）である。

（注）① 在留資格の決定を伴わない、仮上陸許可、特例上陸の許可、仮滞在許可及び特

別永住許可については、本条の規定による取消しの対象とはならない。

② 在留資格をもって在留する者が既に退去強制手続中である場合においても、そ

の在留資格は取消しの対象となるが、この場合は、手続の性質上、退去強制手続

が優先される（後記第5節第1参照）。

③ 偽変造旅券又は他人名義旅券を行使の上、上陸許可を受けたことが判明した場

合は、旅券自体が無効なものであるため、当該許可は当然に無効であり、本条の

規定による在留資格の取消しを行うことなく、不法入国者として取り扱う。

④ 在留資格の取消しが行われた場合、当該在留資格を有することを前提として許

可された再入国許可や資格外活動許可は当然に失効する（在留資格取消処分時の

措置については、後記第4節第2の2（2）イ参照）。

⑤ 中長期在留者の在留資格の取消しが行われた場合、入管法第19条の14第1

号に該当し、当該外国人が所持する在留カードは失効する。したがって、当該外

国人には在留カードの返納義務が生ずる（在留カード返納時の取扱いは第9編の

2第3章第5節第2参照）。

2 入管法第22条の4第1項第1号に該当するものについては、偽りその他不正の手段に

より上陸許可を受けた後、在留資格変更許可又は在留期間更新許可等を受けている場合

であっても、現に有する在留資格が取消しの対象となる。

3 入管法第22条の4第1項第2号及び第3号に該当するものについては、取消しの原因

－2－
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となる事情が直近の許可に係るものである場合に限定されており、過去にこれらの事実

のあったことが判明した場合であっても、直近の許可に係る申請において同項第2号及

び第3号に該当する事実がない場合は、在留資格の取消しの対象とはならない（同項第

2号括弧書）。

4 入管法第22条の4第1項第4号に該当するものについては、取消しの原因となる事情

が直近の許可に係るものである場合に限定されており、過去にこれらの事実があったこ

とが判明した場合であっても、直近の許可に係る場面において同号に該当する事実がな

い場合は、在留資格の取消しの対象とはならない（同号括弧書）。

5 在留資格の取消しの効果は取消しの時点において在留資格を消滅させるものであり、既

往に遡らない。なお、再入国許可、資格外活動許可のように在留資格の存在を前提とす

る許可は在留資格の取消しに伴い、その効力を失う。

3 取消事由（入管法第22条の4第1項）

1 第1号

第3

偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当し

ないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印（第9条第4

項の規定による記録を含む。次号において同じ。）又は許可を受けたこと。

上陸拒否事由に該当する外国人が、偽りその他不正の手段（後記第4の1参照）によ

り、入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、上陸許可の証印又は

許可（入管法第9条第1項（同条第4項の記録を含む。）、第10条第8項若しくは第

11条第4項に規定する上陸許可の証印又は第12条第1項に規定する許可をいう。以

下本節において同じ。）を受けた場合が本号に該当する。

例えば、我が国から退去強制され上陸拒否期間中にある者が氏名を変更するなどして、

旅券を取得の上、過去の退去強制歴を秘匿し、通常は上陸拒否事由該当者に発給される

ことのない査証(sクリアランス査証を除く。）の発給を受け、上陸申請に際し、当該

査証を提示して上陸拒否事由該当者でないと偽って上陸許可を受けた場合（入管法第2

4条第1号に該当する場合を除く。）や、覚醒剤等の薬物を不法に所持している者が、

それを所持していないと偽って上陸許可を受けた後に税関で発見された場合などがこれ

に当たる。

また、 再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を受けて出国中に上陸拒否事由に該

当することとなった者が、当該事実を隠蔽し、上陸拒否事由該当者でないとして再入国
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許可による上陸許可の証印（自動化ケートを利用した場合を含む。）又は許可を受けた

場合も、本号に該当する。

2 第2号

前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等（前章

第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可（在留資格の決定

を伴うものに限る。）又はこの節の規定による許可をいい、これらが2以上ある場

合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。）を受けたこと。

第1号に該当するもののほか、偽りその他不正の手段（後記第4の1参照）により、

在留資格該当性があり、上陸許可基準等の許可要件に適合しているとして、上陸許可の

証印等（上陸許可の証印若しくは許可（在留資格の決定を伴うものに限る。）又は在留

資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可若しくは在留資格取得許可をいう。以下本

節において同じ。）を受けた場合（具体的には、偽りその他不正の手段により,本邦で行

おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合又は本邦で行おうとする活動以

外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合（注））が本号に該当する。

例えば、我が国で単純労働を行おうとする者が「技術・人文知識・国際業務」の在留

資格に該当するものであると申告して上陸許可を受けた場合や日本人との婚姻を偽装し

て「日本人の配偶者等」の在留資格の変更許可を受けた場合のほか、自己の芸能人とし

ての経歴を偽り基準に適合するかのように装って「興行」の在留資格による上陸許可を

受けた場合や学歴や職歴を偽り基準に適合するかのように装って在留資格の変更許可を

受けた場合などもこれに当たる。

なお、偽変造文書や虚偽の記載のある文書等を提出するなどして在留資格認定証明書

の交付を受け、あるいは査証の発給を受け、上陸申請に際し、当該認定証明書を提出及

び査証を提示することにより、上陸のための条件に適合しているかのように装って上陸

許可を受けた場合も第2号に該当する。

（注）出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律（平成28年法律第88号6 以下

「平成28年入管法改正法」という。）により、偽りその他不正の手段により、本邦

で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合（改正前の入管法第22

条の4第1項第2号）と本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印

等を受けた場合（改正前の入管法第22条の4第1項第3号)が入管法第22条の4

第1項第2号に統合されたが、平成28年入管法改正法附則第2条の規定により、こ

－41－
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の法律の施行の日（平成29年1月1日）前に受けた上陸許可の証印等について改正

前の入管法第22条の4第1項第3号に掲げる事実が判明した場合における在留資格

の取消しについては、改正前の入管法が適用され、また、平成28年入管法改正法附

則第3条の規定により、この法律の施行の日前に改正前の入管法第22条の4第1項

第3号の規定により在留資格を取り消された者及びこの法律の施行の日後に改正前の

入管法第22条の4第1項第3号が適用された者に対する退去強制についても、改正

前の入管法が適用されることとされている。

第3号3

前2号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書（不実の記載のある文書又は図

画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文

書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。）又は図画の提出又は

提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

第1号及び第2号に該当する場合以外（申請人による偽りその他不正の手段の行使が

ないもの）であって、不実の記載のある文書又は図画（後記第4の3参照。以下3にお

いて同じ。）の提出又は提示により上陸許可の証印等を受けた場合及び不実の記載のあ

る文書又は図画の提出又は提示により在留資格認定証明書の交付又は査証の発給を受け、

これに基づいて上陸許可の証印等を受けた場合が本号に該当する。

例えば、受入れ機関が虚偽の書類を提出して、在留資格認定証明書の交付を受け、申請

人がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合や、日本の雇用主、受入れ機関等が虚偽の

内容の文書を作成し、申請人がそのことを知らずに当該文書を提出して上陸許可の証印等

を受けた場合などがこれに当たる。

（注）第1号及び第2号の取消事由に該当するためには、「偽りその他不正の手段」によ

ることの認識を要するが、第3号においては「不実の記載のある文書」であることの

認識は要しない（後記第4の1及び3参照）。

なお、虚偽の内容の申立てが行われても、文書として提出又は提示されなければ本号

による取消しの原因とはならない。偽変造の旅券も文理上は当該文書に含まれ得るが、

当該旅券に受けた上陸許可の証印等はそもそも無効なものと考えられるので、本規定に

よる取消しの対象とはならず、不法入国者として取り扱う。

4 第4号
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2の5第1項の規定

許可又は卜陸許可の

偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の

による許可を受けたこと（当該許可の後、これらの規定による

証印等を受けた場合を除く。）。

偽りその他不正の手段（後記第4の1参照）により、在留特別許可又は仮滞在許可に係

る在留資格取得許可を受けた場合が本号に該当する。

例えば、日本人との婚姻を偽装するため虚偽の書類を提出する等、偽りその他不正の手

段により在留特別許可を受けた場合がこれに当たる。

なお、取消しの対象となるのは、現に有する在留資格であるため、在留特別許可等で受

けた在留資格・在留期間をもって在留している場合に限定され、その後に在留資格変更許

可等を受けて在留している場合は本号の取消しの対象とならない。

5 第5号

別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に

掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留しているこ

と（正当な理由がある場合を除く。）。

第5号は、平成28年入管法改正法により追加されたものである。改正前においては、

3か月（高度専門職の在留資格（別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係

るものに限る。）をもって在留する者にあっては6か月）以上にわたり在留資格に応じ

た活動を行っていないと認められる場合（第6号に該当する場合）にのみ在留資格の取

消しが可能であったが、実際には、例えば、実習先から失腺した技能実習生が全く別の

事業場で就労しているのを発見した場合でも、失除から3か月を経過していないため在

留資格を取り消すことができず、3か月を経過する前に再び失蹉されてしまうなど、取

消しが可能となる前に本人が所在不明となることも少なくない。そこで、正当な理由が

ないのに、単に所定の活動を行っていない場合にとどまらず、「他の活動を行い又は行

おうとして在留している場合」には、本邦において行おうとする活動が既に当初の申告

内容から変質し、在留資格が形骸化しており、在留資格制度の適正な管理の観点からも、

もはや当該在留資格を与え続けておくことは適当でないといえることから、3か月の経

過を待たずに在留資格を取り消すことが可能とされたものである。

第1号から第4号までとは異なり、申請及びそれに基づく許可に問題はなかったが、入
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管法別表第1の上欄に掲げる在留資格を許可された後、正当な理由がなく、本来行うべき

活動を行わず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合が本号に該当す

る。

例えば、技能実習生が、正当な理由がないのに、実習先を無断で去り、遠隔地で就労し

ながら生活を始めたような場合には「他の活動を行い・・・在留している」場合に該当し、

また、技能実習生が、正当な理由がないのに、他の活動を行うため、その職の当てがある

土地に転居した場合には「他の活動を・・・行おうとして在留している」場合に該当する。

6 第6号

別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄

に掲げる活動を継続して3月（高度専門職の在留資格（別表第1の2の表の高度専門

職の項の下欄第2号に係るものに限る。）をもって在留する者にあっては6月）以上

行わないで在留していること（当該活動を行わないで在留していることにつき正当な

理由がある場合を除く。）。

第5号と同様に、申請及びそれに基づく許可に問題はなかったが、入管法別表第1の

上欄に掲げる在留資格を許可された後、本来行うべき活動を行わず、正当な理由がなく

継続して3月（高度専門職の在留資格（別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2

号に係るものに限る。）をもって在留する者にあっては6月）以上現に有する在留資格

に応じた活動を行うことなく在留している場合が本号に該当する。

なお、本号は、現に有する在留資格に係る活動を一定期間行っておらず、かつ、今後も

行う見込みがない者の在留資格を取り消すものである（第7号について同じ。）。

7 第7号

日本人の配偶者等の在留資格（日本人の配偶者の身分を有する者（兼ねて

特別養子（民法（明治29年法律第89号）第817条の2の規定による

をいう。以下同じ。）又は日本人の子として出生した者の身分を有す

く。）に係るものに限る。）をもって在留する者又は永住者の配偶者等の

（永住者等の配偶者の身分を有する者（兼ねて永住者等の子として本邦で

の後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。）に係る

るd)をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動

日本人の

特別養子

る者を除

在留資格

出生しそ

ものに限

を継続し

I
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’
て6月以上行わないで在留していること（当該活動を行わないで在留していること

につき正当な理由がある場合を除く。）。

入管法別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留している者のうち、配偶者の身分

を有する者（日本人の特別養子、日本人の子として出生した者の身分を有する者又は永住

者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除

く。）として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留す

る者が、正当な理由がなくその配偶者の身分を有している者としての活動を継続して6月

以上行わないで在留している場合が本号に該当する。

例えば、配偶者と離婚又は死別した場合や、婚姻の実態が存在しない場合が該当する

（配偶者としての活動を行わないで在留することにつき正当な理由がある場合を除く。）。

騒驚雛耀騒磯鱗繊協鱗灘鵬 職蝋織職蝿;瀦瀧鰕瀦1#錐鼠瀞蠅鍬(注）

轆蕊簿謝溌|’鰯蕊§

蕊蕊蕊溌
8 第8号

｜前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、

'第‘，綱項著…｡』染…､……魯識可…て新ゞ
|に中鐡在留者となった者が､当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日
以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと（届出をしないこと

につき正当な理由がある場合を除く。）。

上陸許可の証印等又は入管法第50条第1項に規定する在留特別許可若しくは第61条

の2の5第1項に規定する仮滞在許可に係る在留資格取得許可を受けて新たに中長期在留

者となった者が、当該上陸許可等を受けた日から90日以内に、正当な理由がなく住居地

の市区町村長を通じて出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合が本号に該当す

る。

なお、届出義務の不履行が存在し、継続する限り、現に有する在留資格が取消しの対象

となる（第9号及び第10号について同じ。）。

（注）第8号に該当するものとして在留資格取消手続を開始したものの、意見聴取通知書

の送達又は通知を行う前に住居地の届出を行ったものについては、在留資格取消手続

を終止とする（第9号について同じ。第4節第5を参照。）。
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9 第9号

’
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合におい

て、当該退去の日から90日以内に､ 出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出を

しないこと（届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。）。

’

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出ていた住居地から退去し、当該退去の

日から90日以内に、正当な理由がなく新住居地の市区町村長を通じて出入国在留管理庁

長官に新住居地の届出をしない場合が本号に該当する。

10 第10号

’
中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

｜
b

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合が本号に該当す

る。

（注）取消事由の併立

前記1から3までの在留資格取消事由は不正行為又は在留状況等によって適条が

併立することがある。

また、前記1から3までの在留資格取消事由、前記5から7までの在留資格取消

事由と、前記8から10までのいずれかの在留資格取消事由は適条が併立することが

ある。

第4 各用語の意義等

1 「偽りその他不正の手段」（第1号、第2号及び第4号）

「偽りその他不正の手段」とは、偽変造文書若しくは虚偽の記載のある文書の提出若し

くは提示又は虚偽の申立てなど、申請人である外国人がその旨の認識をもって行う不正行

為をいい、当該不正手段の行使が、当該許可処分に影響を与えていない場合（両者の間に

因果関係がない場合）は、入管法第22条の4第1項第1号及び第2号に該当しない。

例えば、第1号の場合は、EDカードの質問事項に虚偽の記載をすること、第2号の場

合は、大学を卒業していない者が偽造の大学の卒業証明書を提出したり、婚姻の意思がな

い者が入籍事実の記載された戸籍謄本を提出したりすること等がこれに当たる。

（注1）その旨の認識をもって行ったことが客観的資料や供述等により立証できない場合

や、過失、過誤によるものと認められる場合は、「偽りその他不正の手段」には該
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当しない。

（注2）不正手段の行使と許可処分の間に因果関係がない場合とは、例えば、専ら日本語

で授業を受ける留学生が、過去に取得した英語能力の検定結果を偽る等の場合が該

当する。

（注3）第1号及び第2号に係る不正の手段の行使には、虚偽の記載のある文書等を提出

して交付・発給を受けた在留資格認定証明書又は査証を、上陸許可を受けるために

在外公館において提出又は出入国港において入国審査官に提出する行為を含む。

なお、在留資格認定証明書交付申請や査証発給申請において、情を知らずに虚偽

の記載のある文書等が提出されたものの、後に虚偽の記載のある文書をもって交付

・発給を受けたことを知り、その情を知った上で同認定証明書を提出又は査証を提

示した場合も「偽りその他不正の手段」に該当する。

また、同項第4号については、例えば偽装婚の場合など、特別に在留を許可すべき事情

があると誤認して在留特別許可を行ったことが必要である。

2 「在留資格の決定を伴うものに限る」（第2号及び第3号）

入管法第22条の4第1項第2号及び第3号に規定する取消事由は、在留資格の決定に

関する暇疵を取消しの原因として規定するものであるので、入管法第9条第3項ただし書

により在留資格の決定が行われない再入国許可による上陸許可の暇疵は、これらの取消原

因とはならない。

3 「不実の記載のある文書又は図画」（第3号）

「不実の記載のある文書又は図画」とは、客観的に真実又は真正ではない記載のある申

請書その他の文書等をいい、入管法第22条の4第1項第3号に係る取消しを行うために

は、これらの文書等の提出又は提示により、許可を行ったことが必要である。例えば、所

属機関が作成した虚偽の決算書や出席率を水増しした出席証明書がこれに当たる。なお、

これらの文書等の提出等が当該許可処分に影響を与えていない場合（両者の間に因果関係

がない場合）は、第3号に該当しない。

申請人が不実の記載があることを知って提出すれば、「偽りその他不正の手段」に該当

し、第1号及び第2号の適用の対象となる。第3号の適用の対象となるのは申請人が不実

の記載のあることを知らない場合であり、第1号及び第2号と異なり、「不実の記載」に

ついての申請人の認識は不要である。

（注）不実の記載のある文書等の提出等と許可処分の間に因果関係がない場合とは、例え

ば、前記1（注2）記載の事例において、在留資格認定証明書交付申請時に手続を行

った学校が記載する等の場合が該当する。
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4 「他の活動を行い又は行おうとして在留している」（第5号）

「他の活動」とは、付与された在留資格に応じた活動以外の活動をいう。「他の活動」

は、本邦において行おうとする活動が当初の申告内容から変質しているといえる程度に、

生活の重要部分を占め、又はこれから重要部分を占めようとしている活動でなければなら

ず、たまたま行った一日限りの活動などはこれに当たらない。

他方、必ずしも当該活動を一定期間以上継続して行った実績がなければならないもので

はなく、また、有償の就労活動に限られるものでもない。

「他の活動」に該当するかどうかは、本来の活動からの離脱の程度と、本邦での生活に

占める「他の活動」の位置付けを総合的に考慮し、在留の目的が当初の申告内容から変質

しているといえるかどうかによって判断されるものである（注1）。

「行おうとして在留している」かどうかを認定するに当たっては、対象となる外国人が

本来の在留資格に応じた活動を行わなくなった経緯や「他の活動」に向けた準備の状況等

の客観的事実が重要な意味を持つ（注2）。

在留資格の取消しに当たっては、これらの事実関係を踏まえて、当該外国人の本来の活

動への復帰見込みや「他の活動」を開始する可能性等を検討し、当該在留資格が既に形骸

化していると認められるかどうかを判断する必要がある。

なお、入管法第2 2条の4第1項第5号に該当する在留資格の取消しの対象者について

は、当該活動を行わず、かつ他の活動を行い又は他の活動を行おうとして在留しているこ

とにつき正当な理由があるか否かを個別具体的に判断の上、在留資格の取消しの可否を決

定することとなる。

特に、本来の活動を行づていないことについて、元の勤務先等における人権侵害行為が

あったことを理由に挙げている案件等については、その申立内容を十分に調査した上で判

断することが必要である。

（注1）限界事例としては以下のような場合が考えられる。

〔週に数日のアルバイト〕

週に数日であるにせよ、継続的に入っているアルバイトであれば、経済面、時

間面、価値面のいずれかで生活の重要部分を占めている場合も考えられ、そうし

た場合には該当することとなる。

〔求職活動〕

在留資格に応じた活動以外の活動をすることを目指して、面接を受けるなど真

剣に求職活動を行っているのであれば、「他の活動を行おうとして在留してい

る」に該当し得る。ただし、在留資格変更を受けて正規の活動とすることが現実
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的に見込まれる職種の求職活動であれば、後述のとおり「正当な理由」に該当し

得る。

〔家事〕

家事は、 いかなる生活を送る場合にも通常伴うという面があるものであるため、

家事使用人のように職業的に行う場合を除き、通常は「他の活動」ということは

できないが、例えば専業主婦（主夫）のように家事をすることが生活の中心にな

っているような場合であれば、「他の活動を行い･‘･在留している」に該当し得る。

〔パチンコ屋通い〕

パチンコ屋通いについても、たまに行くという程度ではなく、本来の活動から

離脱して、趣味の域を超えて通い詰めていたり、これを生活の糧にしているよう

な場合には、「他の活動を行い…在留している」に該当し得る。

(注2）「他の活動を…行おうとして在留している」と認められる典型的な場合として、

例えば、

○ 技能実習生が、ブローカーから不法就労先のあっせんを受けて、実習先から

失院し、不法就労のあてのある地に転居した場合

○ 留学生が日本語学校を退学し、通学と両立し得ないフルタイム勤務の雇用契

約を締結した場合

などが想定される。

「正当な理由がある場合」（第5号）5 1止当な埋田かあっ場合」 （弟b言ノ

入管法第22条の4第1項第5号に該当する在留資格の取消しの対象者については、個

別具体的に、当該活動を行っていないこと、他の活動を行い又は行おうとして在留してい

ることのそれぞれにつき「正当な理由」があるか否かを判断の上、在留資格の取消しの可

否を決定することとなる。

「当該活動を行って」いないことにつき正当な理由がある場合と、「他の活動を行い又

は行おうとして在留している」ことにつき正当な理由がある場合について、前者について

は第6号の「正当な理由」と同様であり、後述のとおり。

後者の具体例は、次のような場合である。ただし、以下は飽くまで例示であるので、正

当な理由の有無は個別事案ごとに判断することが必要である。

（1）在留資格に沿った活動に係る再就職先を探すための活動を行っていると認められる場

合

（2）「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更など近々他の在留資格への変更

を受ける具体的な当てがある場合においてその準備活動を行っていると認められる場合
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（3）在留資格該当性を失った者であっても、資格外活動許可の範囲内で資格外活動を行っ

ていると認められる場合

ただし、在留資格「留学」をもって在留する者の資格外活動については、入管法施行

規則第19条第5項第1号において、「教育機関に在籍している間に行うものに限

る。」と規定されていることから、除籍・退学となった後の就労活動は資格外活動許可

の範囲外であり、前記に当てはまるものではない。

6 「当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合」（第6号及び

第7号）

入管法第22条の4第1項第6号又は第7号に該当する在留資格の取消しの対象者に

ついては、個別具体的に当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があ

るか否かを判断の上、在留資格の取消しの可否を決定することとなる。

「正当な理由」がある場合の具体例は、次のような場合である。ただし、以下は飽くま

で例示であるので、正当な理由の有無は個別事案ごとに判断することが必要である。

（1）第6号における具体例

ア 「技術・人文知識・国際業務」等就労のための在留資格で在留する者

本邦内における稼働先を退社後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的

な就職活動を行っていると認められる場合

イ 「技能実習」の在留資格で在留する者

実習先の経営難や不正行為等によって当該実習先で技能実習を続けることができ

なくなったが、他の実習先に移って技能実習を続ける意思を有している場合

ウ 「家族滞在」又は「特定活動」（本体在留者の配偶者の身分を有する者に限る。）

の在留資格で在留する者

（ア）一時的に不仲になり別居しているものの、今後正常な扶養関係の回復が見込める

場合

(/r) DV (ドメスティック・バイオレンス）被害者（配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下「DV法」とい

う。）第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた外国人をいう。以下同じ。）

が配偶者からの暴力を理由として避難又は保護を必要としている場合

なお、DV法上「配偶者」については法的な婚姻手続を経ない事実上の婚姻関

係を含み、「離婚」には法的な離婚手続を経ない事実上の離婚状態を含むため、

DV被害者については、その在留資格が婚姻関係を前提とするものに限定される

ものではないことに留意する（以下同じ。）。
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（注)DV被害者であるかについては、市区町村又は警察による支援措置の有無を

問わないため、支援措置決定通知書等の提示を条件としてはならない。

（ウ）本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可による長期間の出国をしていた場

合

（注）以下の例は、基本的には在留資格取消事由に該当しない。

○ 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが

生計を一にしている場合

○ 当該外国人又はその配偶者が病気治療のため長期入院中の場合

エ 「留学」の在留資格で在留する者

（ア）在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続

を進めている場合

（イ）病気のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院

後は復学する意思を有している場合

（ウ）専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合

（エ）在職．在学等したまま再入国許可により出国していた場合

（2）第7号における具体例

ア 配偶者からの暴力（いわゆるDV)を理由として一時的に避難又は保護を必要と

している場合

イ 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可による長期間の出国をしている場合

ウ 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

エ －時的に不仲となり別居しているものの、今後正常な婚姻関係の回復が見込める場

合口

（注）以下の例は、基本的には在留資格取消事由に該当しない。

○ 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生

計を一にしている場合

○ 当該外国人又はその配偶者が病気のため長期入院中の場合

○ 当該外国人又はその配偶者が刑事施設に入所中で、当該入所中の者と面会を

継続して行っている場合

7 「届出をしないことにつき正当な理由がある場合」（第8号及び第9号）

入管法第22条の4第1項第8号又は第9号に該当する在留資格の取消しの対象者に

ついては、個別具体的に住居地の届出を行わないで在留していることにつき正当な理由

があるか否かを判断の上、在留資格の取消しの可否を決定することとなる。
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「正当な理由」がある場合の具体例は、次のような場合である。ただし、以下は飽く

まで例示であるので、正当な理由の有無は個別事案ごとに判断することが必要である。

（1）勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い、経済的困窮等に

よって新たな住居地を定めていない場合

（2）配偶者からの暴力（いわゆるDV)を理由として避難又は保護を必要としている場合

（3）住居地を届け出ることにより、身体・生命に危険が及ぶおそれがあるとき

（注）以下の例は、基本的に在留資格取消事由に該当しない。

○ 転居後急な出張により再入国出国した場合等再入国許可（みなし再入国許可を含

む。）による出国中である場合

○ 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等 在留活動の性

質上住居地の設定をしていない場合

○ 病気治療のため医療機関に入院している等、医療上のやむを得ない事情が認めら

れ、本人に代わって届出を行うべき者がいない場合

8 「住居地から退去した場合」（第9号）

実際に住居地から退去している場合が該当するため、事実の調査により、そのような

場合に該当するか否かの事実認定を行う必要がある。

（注）住民基本台帳法上の転出届（住基法第24条）がなされているか否かにより「住居

地から退去した場合」の該当性を判断することは適当ではない。

9 「虚偽の住居地を届け出たこと」（第10号）

例えば、実際には配偶者と別居しているにもかかわらず、同居を装って配偶者と同一の

住居地を届け出た場合等がこれに当たる。

10 在留資格取消対象者の代理人（施行規則第25条の4）

法定代理人のほか、「意見聴取通知書の送達（又は通知）を受けた在留資格取消対象者

（以下「被聴取者」という。）」が代理人として委任した者をいう。

代理人の選解任の手続を行うことができるのは法定代理人又は被聴取者本人であり、こ

の代理は任意の代理を指すものであって、その対象となる者の範囲は限定されない。

（注）弁護士以外の者が、業として被聴取者の代理人としての活動を行うことは、弁護士

法第72条に抵触するおそれが高い。したがって、弁護士以外の者が、代理人として

意見聴取期日に出頭し、意見聴取に業として参加することを認めること（第3節第1

の5（2））は適当でない。

（1）権限

被聴取者の代理人は、被聴取者のために意見聴取に関して｛意見聴取期日における意

I
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見陳述、証拠資料の提出、資料等の閲覧等をすることができる6ただし、代理人が意見

聴取の期日に被聴取者に代わって出頭することについては、地方出入国在留管理局一(以

下「地方局」という。）の長の許可を要する（施行規則第25条の8第2項、第3節第

1の5（2））。

（2）代理人の数

代理人の数については、施行規則に特段の定めはなく、人数を制限する規定もないが、

このことは行政不服審査法等も同様である。しかし、代理人が多数選任され意見聴取の

場に入場しきれないなどの事態が生じた場合には、被聴取者の防御権を妨げないと判断

される範囲において意見聴取の場に出席できる人数を制限することができる。

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取手続を主宰するに当たっては、理由なく代理人

の人数を制限したり、多数の代理人の参加により意見聴取手続に支障が生ずることのな

いように配慮しなければならない。

11 利害関係人

被聴取者である外国人の在留資格の取消しについて、利害関係を有することとなる親族、

雇用主、教育機関、受入れ機関又は招へい機関の職員等をいう。

利害関係人の参加を求め、又は許可できるものとしているのは、利害関係人が直接に不

利益処分の効果を受けるものではないが、その法律上の利益に影響を受けることもあり得

るので、利害関係人の権利利益の保護を図るために、意見聴取手続に参加させることによ

って意見聴取手続の公正の保持と当該処分の適正さを確保し、もって事後の無用な紛争の

防止にも資するためである。

12 利害関係人の代理人

利害関係人の代理人については、原則として前記10と同様であるが、施行規則第2

5条の5第4項において準用する同第25条の4に規定する代理人の選解任の手続を行

うことができるのは「意見聴取への参加を許可された利害関係人（以下「参加人」とい

う。）」である。

（注）弁護士以外の者が、業として代理人としての活動を行うことについては、前記1

0と同様。

なお、参加人に代わって意見聴取の期日に出頭することについて、地方局長の許可を

要しない点については、被聴取者の代理人とは取扱いが異なるので注意が必要である。

第5 取消事由該当性の判断に係る留意事項

1 「定住者」の在留資格の取消し

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者
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I

の項の下欄に掲げる地位を定める件」（以下「定住者告示」という。」）に掲げる地位を

有する者としての活動への該当性を偽って「定住者」の在留資格の決定を受けた者に係る

「定住者」の取消しのうち、入管法第22条の4第1項第2号（以下第5において「2

号jといい、同項第1号及び第3号をそれぞれ「1号」、「3号」という。）若しくは3

号又は平成28年入管法改正法による改正前の第3号（以下「旧3号」という。）の該当

性については、許可の場面ごとにその該当性を判断する必要があり、以下の区分に応じ、

それぞれ掲げる事項に留意する。

（1）上陸許可において決定された「定住者」の取消し

ア 2号への該当性について

上陸拒否事由以外の場合で偽りその他不正の手段を用いて、上陸許可の証印等を

受けた場合、2号に該当する。具体的には、①偽りその他不正の手段により、本邦で

行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合、②偽りその他不正の手段

により、本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合

である。

在留資格のうち「定住者」に関しては、上陸の許可において、入国審査官（特別

審理官を含む。以下（1）において同じ。）が「定住者」の在留資格を決定できるの

は､当該外国人が行おうとする活動が定住者告示に掲げる地位を有する者としての活

動に該当する場合に限られている。

したがって、定住者告示に掲げる地位を有しないにもかかわらず、有すると偽っ

て上陸の申請を行い、入国審査官から「定住者」での上陸許可を受けた者は、上記①

に該当し、何らかの事実関係を偽り、当局の判断を誤らせて、定住者告示に該当しな

いにもかかわらず上陸特別許可により「定住者」を決定された者は、上記②に該当す

る。

（注）したがって、取消対象となる上陸許可の証印等を平成29年1月1日より前に

受けた場合であって、上記②に該当する場合には、旧3号に該当することとなる。

2号該当性の判断においては、次の点に留意する。

（ア）「偽りその他不正の手段」

定住者告示に掲げる地位に関して不実の記載の内容の書面（例えば、日本人の子

として出生した者の実子でないのに、実子であるとする書面）を提出して在留資格

認定証明書の交付を受け、上陸申請に際し、当該在留資格認定証明書を提出して入

国審査官から上陸の許可を受けた場合において、当該在留資格認定証明書交付の経

緯を承知の上、当該在留資格認定証明書を入国審査官に提出したと認定することが
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できれば、「偽りその他不正の手段」に当たる。

（イ）「偽りその他不正の手段」の認識

「偽りその他不正の手段」によることの認識がなければ、2号には該当しない。

（注）年少者を除くと、通常、「偽りその他不正の手段」によることの認識を有

していることを認定できるものと考えられる。また、上陸申請時の入国審

査官との質問・回答によっても認定できるものと考えられる。

（ウ）上陸特別許可を受け定住者告示に該当しないにもかかわらず「定住者」を決定さ

れた者

上陸特別許可において、「定住者」を決定する場合、入国審査官が上陸の許可を

する場合のように、その者が行うことができる活動は、定住者告示に掲げる地位を

有する者としての活動に限定されない。

そのため、定住者告示に掲げる地位を偽った場合は、「法務大臣が特別な理由を

考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」としての地位を偽ったこととは

ならない（前記ア①には該当しない）が、本邦で行おうとする活動以外の事実を偽

り、上陸許可の証印等を受けた場合には、上記ア②に該当することとなる。

（注）したがって、平成29年1月1日より前に上陸許可の証印等を受けた場合は、

旧3号に該当する。

イ 3号への該当性について

前記ア（イ）の場合や、「偽りその他不正の手段」の認識を認定できない場合等

において、在留資格認定証明書交付申請に際し、身分関係を偽る等虚偽の内容の資料

を提出して認定証明書の交付を受けていたときは、3号に該当する。

この場合、次の点に留意する。

（ア）提出した「不実の記載のある文書」の不実性の認識は必要ない。当該外国人の認

識がない場合で、文書の内容が客観的事実に反していれば、「不実の記載のある文

書」に該当する。

（イ）「不実の記載のある文書」が提出されていたとしても《認定証明書交付の許否の

判断に影響しない記載であった場合は、3号には該当しない｡

（注）3号は、不実の記載のある文書の提出により交付を受けた認定証明書の提出

により、許可を受けたことを要件としているので、不実の記載が存在しなけれ

ば（真実の記載がなされていれば）、認定証明書を交付しなかったという因果

関係が必要である。

）在留資格変更許可、在留期間更新許可において決定された「定住者」の取消し(2）
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ア 2号への該当性について

「定住者」の在留資格を有する者が行うことができる活動は、「法務大臣が特別

’な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者の地位を有する者としての

活動」である｡ 実際に行うことができる活動に制限はない。

したがって、当該外国人が、在留資格変更許可及び在留期間更新許可等に際し、

何らかの事実関係を偽り、それにより「定住者」の在留資格を決定されたとしても、

「活動」への該当性を偽ったものではない（前記（1）ア①には該当しない）。ただ

し、「偽りその他不正の手段」により、何らかの事実関係を偽り、当局の判断を誤ら

せて在留資格変更許可・在留期間更新許可を受けたときは、前記（1）ア②に該当す

ることとなり、2号に該当する。

（注）したがって、平成29年1月1日より前に上陸許可の証印等を受けた場合には、

｜日3号に該当する。

この場合、次の点に留意する。

（ア）「偽りその他不正の手段」の認識について

「偽りその他不正の手段」によることの認識がなければ、2号には該当しない。

（イ）「偽りその他不正の手段」があったとしても、許否の判断に影響しないものであ

った場合は、2号には該当しない。

（注）2号は、「偽りその他不正の手段」により、許可を受けたことを要件として

いるので、「偽りその他不正の手段」がなければ、許可をしなかったという因

果関係が必要である。

イ 3号への該当性について

「不実の記載のある文書」を提出等して変更許可・更新許可を受けた時は、同号に

該当する。

留意点については、前記（1）イを参照。

「永住者」の在留資格の取消し

）2号への該当性について

「永住者」の在留資格を有する者が行うことができる活動は、「法務大臣が永住を認

める者の身分又は地位を有する者としての活動」であり、実際に行うことができる活動

に制限はない。

したがって、当該外国人が、永住許可に際し何らかの事実関係を偽り、それにより永

住許可を受けていたとしても、「活動」への該当性を偽ったものではない（上記1

（1）ア①には該当しない）が、前記1（2）アと同様、「偽りその他不正の手段」に

2

(1）
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より､ 何らかの事実関係を偽り、当局の判断を誤らせて永住許可を受けたときは、前記

1（2）ア②に該当するので、2号に該当する。

留意点については、前記1（2）アを参照。

（2）3号への該当性について

前記1（2）イと同様、「不実の記載のある文書」を提出等して永住許可を受けた時

は、3号に該当する。

留意点については、前記1（1）イを参照。

3 代理人により在留資格認定証明書交付申請を行い、同申請に対し交付された在留資格認

定証明書を提出して行った上陸申請において決定された在留資格の取消し

（1）2号への該当性について

在留資格認定証明書の交付申請が本人により行われたか、代理人により行われたかに

かかわらず、在留資格に該当するとして交付を受けた在留資格認定証明書を、在留資格

該当性又は基準適合性がない者が上陸申請において提出した場合において、上陸申請の

時点において、「偽りその他不正の手段」と上陸許可に因果関係があることを認定する

ことができれば、2号に該当する。

この場合、2号に該当するためには、上陸申請を行う者が「偽りその他不正の手段」

によることの認識を有していることが必要であるところ、同認識の有無は、上陸申請の

時点において判断する。在留資格認定証明書交付申請の時点における認識の有無は問わ

ない。

〉
なお、未成年者等については法定代理人の認識により判断する。

（注）例えば、貿易会社で稼働するとして「技術・人文知識・国際業務」で在留資格認

定証明書の交付を受けたが、入国前に雇用契約が解消されて、受入れ側から、実

際は、別の水産加工会社で単純作業に従事すると知らされながら、上陸申請にお

いて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書を提出し､ 上陸許可を

受けた場合は2号に該当することとなる。

（2）3号への該当性について

前記（1）において、「偽りその他不正の手段」の認識を認定できない場合等におい

て、在留資格認定証明書交付申請に際し、身分関係を偽る等虚偽の内容の資料を提出し

て在留資格認定証明書の交付を受けていたときは、3号に該当する（3号括弧書）。

この場合、次の点に留意する。

ア 3号への該当性について、提出した「不実の記載のある文書」の不実性の認識は必

要ない。当該在留資格認定証明書の交付申請が代理人に行われた場合でも変わりはな
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く、申請人本人が「不実の記載のある文書」の提出を知らなかったとしても、3号に

該当する。

イ 「不実の記載のある文書」が提出されていたとしても、在留資格認定証明書交付

の許否の判断に影響しない記載であった場合は、3号には該当しない。

第6 権限委任・専決

1 権限の委任

（ 1）出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律（平成30年法律

第102号）による改正後の入管法及びこれに伴い改正された施行規則の規定により、

それまで除外されていた永住者の在留資格に係るものも含めて在留資格の取消しに係る

権限は地方局長へ委任することができることとなり、平成31年4月1日以降は、在留

資格を問わず、意見聴取担当入国審査官の指定（第3節第1の1）、意見聴取通知書の

送達（第3節第1の3）、意見聴取期日における代理人の出頭に係る許可（第3節第1

の5）、文書等の閲覧（第3節第1の8）、意見聴取期日又は場所の変更（第3節第1

の9）、取消しの決定（第4節第1）、在留資格を取り消さないことの通知（第4節第

2の1）及び在留資格取消通知書の送達（第4節第2の2）の各権限は、いずれも、地

方局長の権限により行うことができる。

（注）この場合において、施行規則及び本要領別記の様式用紙を交付する場合は、その

発付権者は当該地方局長であるので注意する。

（2）上記（1）にかかわらず、公示送達については、改正入管法施行前と同様、全て法務

大臣の権限によるものであることに留意する。

2 専決

本要領による「地方局長」の権限については、地方出入国在留管理局決裁区分により、

「支局長」に専決させることができる。ただし、本要領第3編第2章第1節及び第2節

において本庁に進達又は請訓することとされている事項を除くものとする。

7 管轄等第7 管轄等

1 管轄

在留資格の取消手続は、在留資格取消対象者の住居地又は居所（刑事施設を含む。）

を管轄する地方局において行うものとする。

2 移管

（1）地方局長は、在留資格取消対象者が自局の管轄外に住居地又は居所を変更した場合で、

以後の手続を当該住居地又は居所を管轄する地方局において行うことが相当と認めると

きは、当該地方局に在留資格の取消事案を移管することができる。
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（2）地方局長は、在留資格の取消事案を他の地方局へ移管する場合には、「移管書」（別

記第1号様式）に在留資格の取消手続に係る書類を添えて行うとともに、FEI Sに移

管の入力を行う。

（注）在留資格取消通知書の出会送達（第4節の2の第2の3（1）イ（ア）参照。以

下同じ。）等のために移管するときは、移管書及び関係書類を入管WAN等で送

付し、原本を追って送付するなど、速やかな移管に努めるものとする。

第2節 取消手続の開始

1 在留資格取消台帳への登載

1 端緒等

（1）入国審査官又は入国警備官は、入管法第22条の4第1項各号のいずれかに該当する

と思われる外国人についての端緒を入手した場合は、「在留資格取消対象者に係る端緒

報告書」（別記第2号様式）により所属する地方局長に報告する。

（2）地方局長は、前記（1）の報告に係る在留資格取消対象者が、自局の管轄外の区域に

住居地又は居所を有する場合は､当該住居地又は居所を管轄する地方局長に対し、当該

在留資格取消対象者に係る端緒報告書を添付の上、通報する。

（3）前記（1）の報告又は前記（2）の通報を受けた地方局長は、在留資格の取消手続の

開始の可否について決定し、手続の開始を決定した場合又は他局から在留資格の取消事

案の移管を受けた場合には、自局又は管下支局若しくは出張所のうち、在留資格取消手

続を行うことが適当と認める審査部門又は出張所を決定し、当該審査部門の首席審査官

又は出張所の長（以下「首席審査官等」という。）に対し、手続の開始を指示する。

2 在留資格取消台帳への登載

首席審査官等は、前記1（3）の指示を受けたときは、取消しの対象となる者につい

てFEIS上の「在留資格取消台帳」に登載する。

在留資格取消台帳の登載により、16桁の登載番号が自動的に付与される。

登載番号は、年（4桁）、官署コード（6桁）、年別一連番号（6桁）で構成される。

3 通知書等の番号

（1）施行規則及び本要領に規定する各種通知書等の番号は、地方局及び支局（以下「地方

局等」という｡ ）又は出張所の記号、受理年（西暦下2桁）及び在留資格取消台帳の登

載番号のうち、年別一連番号を表す下6桁の番号を記載するものとし、各記号は次のと

おりとする。

第1
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ア 地方局等にあっては、地方局文書取扱細則に定める文書記号の第2宇目の文字。

イ 出張所にあっては、文書取扱細則に定める文書記号の第2字目及び第3宇目の文字。

記載例：東12-1 (東 京 局の平成24年第1号の場合）

横12－2（横 浜 支 局の平成24年第2号の場合）

東さ12－3（さいたま出張所の平成24年第3号の場合）

（2）なお、一連の手続において、同一の通知書（意見聴取手続続行通知書等）を2回以上

交付する場合には、「東12－1－(2)」、「東12-1-(3)」として、枝番を付す。

溌蕊蕊§’蝋鱸
，VW

4

露蕊蕊§蕊蕊
耀灘#蕊鐵蕊:蕊
瀧織鰯職騨聴#溌感錘撚師殿§講鶏撚繍燃溺

織騨畷鰯蕊蕊騨鰯蕊灘溌懸繍繍鰯溌溌議羅潔繍繍翻灘鰯

i蕊蕊
職鑑識爵懲溌聡(注）

I

臘灘溌識蕊灘鯉
第22 取消し記録の作成等

l 記録の作成

（1）在留資格の取消しに係る記録は、対象者ごとに1件ずつ作成する。

（2）作成・入手した記録は、在留資格の取消手続に関する資料、施行規則第25条の12

第1項の規定による閲覧をすることにより第三者の利益を害するおそれがある資料その

他閲覧を拒否すべき正当な理由がある資料と閲覧を認める資料等を、次により区分して

編てつする。

ア 意見聴取通知書等の在留資格の取消手続に関するもの

（注）在留資格取消手続に係る通知書等を作成した場合は、当該通知書等の写しを

作成し、記録に編てつする。

イ 在留資格の取消しに係る入国・在留関係諸申請及び許可の記録並びに中長期在留者

に係る届出等の記録

ウ 在留資格の取消しに係る調査の結果に係る調書

（ア）閲覧することに支障のないもの

（イ）閲覧することに支障のあるもの

エ 在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料

（ア）閲覧することに支障のないもの
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（イ）閲覧することに支障のあるもの

オ その他

（注）同一の文書に「閲覧することに支障のある」部分が含まれている場合は、そ

の写しを「閲覧することに支障のないもの」に編てつし、支障のある部分を塗

りつぶす等して保管する。

2 記録の保管

在留資格の取消しに係る記録は、入国・在留審査を担当する審査部門の首席審査官等

が保管する。

なお、原則として、審査管理部門が置かれている地方局等にあっては同部門の首席審

査官が、その他の地方局等にあっては就労・永住審査部門の首席審査官が保管する。

（注）地方局等の実情に応じて、上記以外の部門の首席審査官が保管することとして差し

支えない。

第3 事実の調査

1 調査の指示

（1）地方局長は、在留資格取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査

官又は入国警備官に、入管法第59条の2の規定に基づく事実の調査を行わせるものと

する。

（2）地方局長は、事実の調査を行う場合に調査先が他の地方局の管轄区域内にあるときは、

当該調査先を管轄する地方局長に事実の調査を依頼することができる。

2 調査の実施

第11編の規定により実施する。

3 調査報告

入国審査官又は入国警備官は、在留資格取消対象者に係る住居地等における実地調査

を実施し、又は関係資料等を入手した場合は、調査状況、調査結果、資料の入手経緯等

について「調査報告書」（別記第4号様式）を作成しなればならない。

4 証拠保全

入管法第59条の2の規定に基づき、在留資格取消対象者若しくは関係者等からの事

情聴取又は関係機関への照会を実施した場合においては、第11編第8章に定める各種

様式に必要事項を記入の上、証拠として保管しなければならない。

第3節 意見聴取
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第1 意見聴取前の手続

1 意見聴取担当入国審査官の指定

地方局長は、意見聴取の通知を行うときまでに、一般職の職員の給与に関する法律別

表第1行政職俸給表（一）の3級以上の入国審査官を意見聴取担当入国審査官に指定す

る。

2 案件の配分

次の案件については、経験豊富である等首席審査官等が特に適当と認める意見聴取担当

入国審査官が意見聴取を行う。

（1）対象者の在留資格が「外交」、「公用」又は「高度専門職」に係る案件

（2）出入国在留管理庁長官があらかじめ指定した請訓案件（第3編第2章第2節第6の

1）

（3）社会的注目・関心を集める可能性がある案件

3 意見聴取通知書の作成・送達等

（1）意見聴取通知書の作成

「意見聴取通知書」 (施行規則別記第37号の3様式）の作成は次のとおり行う。

ア 意見の聴取を行う期日については、施行規則第25条の3第2項に規定する「相当

な期間」を置くものとし、原則として意見聴取通知書を送達する日から2週間後の期

日を指定する（同項ただし書に該当する場合を除く。）。

（注1）意見聴取通知書を送付送達する場合は、発送の日から2週間後の期日として

差し支えない。ただし、郵便事情等により送達が遅れて完了した場合は、後記

9に規定する期日の変更により対応する。

（注2）意見聴取通知書を交付送達する場合において、被聴取者からの希望があると

きは、代理人又は利害関係人の参加及び資料等の閲覧等、被聴取者の防御の

機会を十分に確保した上で、前記の期間を短縮して期日を設定することがで

きる（意見聴取通知書を交付送達する場合以外の場合においては期日の変更

（後記9）により対応する。）。

前記により期日を短縮した場合は、意見聴取通知書の写しに期間の短縮を希

望する旨の記載及び署名をさせるものとする。

イ 在留資格取消しの原因となる事実については、その原因となる事実を相手方に事前

に認識させ、意見聴取期日における反論等の準備をさせるため、可能な限りその原因

となる事実を詳細に記載し、法令の条項を記載する場合は、該当する条文を記載し、

又は添付する。
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例1： 「あなたの○○○○年○○月○○日付け上陸許可は、出入国管理及び難民

認定法第7条第1項第4号に適合していない疑いがあります。」

例2：「あなたの○○○○年○○月○○日付け在留資格認定証明書交付申請の際

に提出された卒業証明書に疑義があります。」

例3：「あなたは○○会社を解雇されており、在留資格「○○」に係る活動を行

っておらず、かつ、他の活動を行っている疑いがあります。」

例4：「あなたは○○大学を退学しており、正当な理由がなく在留資格「○○」

に係る活動を継続して3月以上行わないで在留している疑いがあります。」

例5：「あなたが○○○○年○○月○○日に出入国在留管理庁長官に対して届け

出た住居地が虚偽のものである疑いがあります。」

（2）意見聴取通知書の送達

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取期日を決定の上、意見聴取通知書の送達を行う。

送達に関する具体的な手続については第4節の2を参照。

また、意見聴取通知書を送達する際、同通知書と併せて、別記第22号様式による取

消手続の流れを示したフローチャート図並びに代理人又は利害関係人の参加及び資料の

閲覧等の被聴取者の権利等の留意事項を記した文書を送付する。

意見聴取通知書の送達（後記（3）に定める通知を含む）が完了した場合、みなし再

入国許可の除外事由に該当することになる（施行規則第29条の4）。

（注）意見聴取通知書の送達の完了をFEISに入力すると、みなし再入国許可による

出国確認時に警告画面が表示される。

（3）意見聴取通知書の送達に代わって口頭で通知する場合の措置

ア 入国審査官又は入国警備官は、在留資格取消事由に該当する疑いのある者で、意見

聴取通知書の送達の手続が完了していない者を発見した場合であって、急速を要する

ときは、意見聴取通知書の送達に代えて、後記ウに従い、意見聴取通知書に記載すべ

き事項（意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実。以下同じ。）を

口頭で通知する。この場合において、意見聴取通知書の注意欄に記載される事項につ

いて併せて口頭で伝える。

イ 「急速を要するとき」とは、例えば次の場合が該当する。

（ア）上陸許可の証印又は許可を受けた後、在留資格取消対象者が関税法第67条に規

定する貨物の輸入に係る検査（当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き

行われるものに限る6）を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について

入管法第22条の4第1項第1号に該当するに足りる具体的な事実が判明した場合
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なお、この場合においては意見聴取期日までに相当な期間をおく必要はない（施

行規則第25条の3第2項ただし書）。

（イ）所在不明となった在留資格取消対象者（意見聴取通知書の送達未了者に限り、単

純出国しようとする者を除く。）を出入国港、実地調査先又は摘発先等で発見した

場合

ウ 前記イ（イ）の場合における通知は、次の手順により行う。

（ア）在留資格取消事由に該当する疑いのある者で、意見聴取通知書の送達の手続が完

了していない者を発見した入国審査官又は入国警備官は、取消手続を取り扱う地方

局等及び出張所、意見聴取担当入国審査官及び取消しの原因となる事実等を確認

（取消台帳の照会、FEI S上の個人記録の確認又は担当部門等への電話連絡等に

より行う。）の上、在留資格取消対象者から住居地及び連絡先等を聴取し、原則と

して通知の2週間後の期日（同日が休日の場合はその翌日）にその住居地等を管轄

する地方局等を指定して、口頭により意見聴取通知書に記載すべき事項等の通知を

行う。

なお、その際には、通知を受けた旨を記載した任意の書面へ被聴取者に署名等

をさせるものとする。

（注）被聴取者から希望があるときは、代理人又は利害関係人の参加及び資料等の

閲覧等、被聴取者の防御の機会を十分に確保し、関係機関と調整を行った上で、

前記の期間を短縮することができる。

この場合において、通知を受けた旨を記載した任意の書面に期間の短縮を希

望する旨の記載及び署名を併せてさせるものとする。

（イ）口頭により意見聴取通知書に記載すべき事項の通知を行った入国審査官又は入国

警備官は、「意見聴取通知報告書」（別記第5号様式）により、所属する地方局等

又は出張所の首席審査官等へ報告する。

（ウ）報告を受けた首席審査官等は、報告に係る事案を自局で取り扱っている場合は、

自局の当該事案を担当する意見聴取担当入国審査官に対し、前記（イ）の意見聴取

通知報告書により通知し､ また、当該事案を他局が取り扱っている場合は、当該事

案を取り扱う部門の首席審査官に通知する。

なお、通知を受けた意見聴取担当入国審査官は、在留資格取消対象者が他局の管

轄内に居住していることが判明した場合は、当該住居地等を管轄する地方局等と調

整の上、第1節第7の2により移管の手続を執ることができる。

意見聴取手続の併合zI
■q
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（1）併合することができる事案

施行規則第25条の7の規定により意見聴取手続を併合して行うことができる事案は

次のとおりとする。

ア 在留資格取消対象者の配偶者、子、父母その他家族に係る事案

イ 取消しの原因が同一であり、かつ、同一の招へい機関、受入れ機関等に係る事案

ウ その他、意見聴取担当入国審査官において手続の併合を適当と認める事案

（2）手続の併合を行わない事案

意見聴取担当入国審査官が手続の併合を適当と認ぬた事案について､当該外国人又は
その代理人が手続の併合に応じない旨申し出た場合は、併合することなく手続を進める

ことができる。

（3）手続の併合の通知

ア 通知の方法

意見聴取担当入国審査官は、施行規則第25条の7の規定に基づき、意見聴取手

続併合の通知を行う場合は、「意見聴取手続併合通知書」（施行規則別記第37号の

10様式）により通知する。

通知に際しては、手続の併合を行う対象者が同一の代理人を選任している場合は、

同代理人に対し､ 代理人を選任していない場合は、被聴取者全員に対し、意見聴取手

続併合通知書を郵送し、又は直接交付する。

ただし、急速を要するとき（前記3（3）イ（イ）に準ずる。）は、意見聴取手

続併合通知書の郵送又は直接の交付に代わり、当該通知書に記載すべき事項を入国審

査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる（施行規則第25条

の7第2項ただし書）。

口頭により通知した場合は、併合通知を行った事実を記録するとともに、速やか

に意見聴取手続併合通知書による通知を行う。

イ 意見聴取手続併合通知書の記載

意見聴取手続併合通知書の「1 在留資格取消対象者」欄には、在留資格取消対

象者に係る身分事項を記載し、『3 関連のある内容の事案」欄に、併合しようとす

る対象者の国籍・地域、氏名、性別、生年月日、在留資格、通知番号、意見聴取手続

併合通知書記載の対象者との関係及び事案内容を簡潔に記載する。

なお、併合する在留資格取消対象者が多数いるため、意見聴取手続併合通知書上

に記載が不可能な場合は、適宜別紙としてリスト等を作成の上、添付する。

（注）併合する事案に係るその他の通知書等対象者の身分事項等の記載は、意見聴取
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手続併合通知書においてリスト等を作成する取扱いと同様とする。

（4）併合事案の処理

併合の上、手続を行った事案は、在留資格の取消しの可否に係る判断を、可能な限り

同時に行うように努める。

5 代理人の出席

（1）代理人の選解任の手続

ア 意見聴取担当入国審査官は、被聴取者又は参加人が意見聴取に代理人を出頭させ

ようとするときは、「代理人資格証明書」（施行規則別記第37号の4様式）の提出

を求める。

イ 代理人がその資格を失ったときは、被聴取者又は参加人に対し、「代理人資格喪

失届出書」（施行規則別記第37号の5様式）の提出を求める。

（2）被聴取者の代理人の出頭手続

ア 意見聴取担当入国審査官は、被聴取者の代理人が被聴取者に代わり、意見聴取に

出頭しようとするときは、原則として、意見聴取期日の2日前までに「代理出頭申出

書」（施行規則別記第37号の11様式）の提出を求め、代理出頭の可否について意

見を付して速やかに所属する地方局長にその可否について判断を仰ぐものとする。

イ 地方局長は、当該申出に相当の理由があると認めるときは、これを許可する。

瀧辮＃ 胸‘鋸韓 諏繕溌総錨蝿卿卿錘綴(注1） 誰．

蝿雛翰蕊勢溌繊瞬:辮蕊縦嚥溌箆灘潔：燕聡溌鑑謝騨患識識慰難靭

灘 畷

畷蕊懲謝
腿蛎欝灘蕊蕊灘繍溌鵜鱗‘
鐵溌鐵溌擬溌雛蕊 #'蟻翻難灘醗蕪溌職瀧懸群.蕊

鰯
（注2）弁護士以外の者が、業として意見聴取期日に出頭し、意見聴取に参加す

ることは、弁護士法第72条に抵触するおそれが高いので認めることは適当

ではない（後記6について同じ。）。

ウ 意見聴取担当入国審査官は、地方局長から、代理出頭を許可する旨の決定を受け

たときは、「代理出頭許可通知書」（施行規則別記第37号の12様式）により代理

人にその旨を通知し、また不許可とする場合には、「不許可通知書」（別記第6号様

式）により代理人に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、電話又は

口頭により行い、電話記録書等により通知を行った事実を記録し、併せて速やかに同
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通知書の交付を行う。

エ 意見聴取担当入国審査官は、代理出頭による意見聴取の後、代理人からの意見聴取

のみでは十分な意見聴取が実施できないと判断した場合は、「意見聴取続行通知書」

（施行規則別記第37号の13様式）により、改めて被聴取者に対し意見聴取手続へ

の出頭を求めることができる。

6 利害関係人の参加

（1）職権による場合

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取手続に当たり、利害関係人の参加を求めること

が適当と考えられる場合は、意見を付して速やかに所属する地方局長にその可否につい

て判断を仰ぐものとする。

（2）申出による場合

意見聴取担当入国審査官は、利害関係人から意見聴取に関する手続への参加の意思表

示があった場合は、原則として、意見聴取期日の2日前までに利害関係人に対し、「利

害関係人参加申出書」（施行規則別記第37号の6様式）の提出を求め、利害関係人の

意見聴取に関する手続への参加の可否について、意見を付して速やかに所属する地方局

長にその可否について判断を仰ぐものとする。

なお、代理人が同申出をする場合には、任意の書式による委任状を添えて提出させな

ければならない。

（注）施行規則第25条の5第2項に規定する利害関係人の意見聴取への参加の申出を

利害関係人の代理人が行う場合、当該代理人は同条第4項で準用する同第25条

の4第1項に規定する代理人（「参加人」の代理人）とは異なるので、任意の委

任状を提出させるものである。

また、当該申出に基づき、同条第1項の規定により利害関係人に対し意見聴取

に関する手続に参加することを許可した後に、当該許可を受けた利害関係人が、

意見聴取に代理人を出頭させようとする場合は､伺条第4項で準用する施行規則

第25条の4に規定する代理人の選解任手続（前記5（1）を参照。）を行うこ

とになる。

（3）地方局長は、前記（1）又は（2）により、利害関係人の参加の適否について、速や

かに決定する。

（4）意見聴取担当入国審査官は、地方局長から、職権により利害関係人の参加を求めるこ

とが適当とする決定を受けたときは、利害関係人に対し「利害関係人呼出状」（別記第

21号様式）により通知する。
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通知を受けた利害関係人から、出頭を拒否する旨の申し出があった場合は、電話記録

書等によりその記録を留めておくものとする。

（5）意見聴取担当入国審査官は、地方局長から、前記（2）の申出を行った利害関係人の

参加を許可する旨の決定を受けた時は、利害関係人に対し「利害関係人参加許可通知

書」（施行規則別記第37号の7様式）により通知し、また不許可とする場合には、不

許可通知書（別記第6号様式）により通知する。ただし、急を要する場合は、電話又は

口頭により行い、電話記録書等により通知を行った事実を記録し、併せて速やかに同通

知書の交付を行う。

7 通訳人の手配

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取を実施するに当たり、当該外国人の日本語理解

能力が十分でない等、通訳人を必要と認める場合は、通訳人を手配する。通訳人と通訳

に関する契約を結ぶ場合には、あらかじめ職務上知り得た事項について秘密を守るべき

旨を記載した誓約書（別記第18号様式）に署名させる。

電話通訳を行う場合は、通訳人が円滑かつ正確な通訳を行えるようにするため、事前

に在留資格の取消しに係る関係書類を通訳人に提供することが想定されることから、書

類の複写厳禁及び使用後の廃棄若しくは返却を徹底するため、誓約書を通訳人に郵送し、

意見聴取前に通訳人から署名した誓約書を受領する。

8 文書等の閲覧

（1）被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人（以下「被聴取者等」という。）

は、意見聴取通知書の送達又は通知があった時から最後の意見聴取期日の終了の時まで

の間、在留資格の取消事案について調査した結果に係る調書その他の当該在留資格の取

消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる（施行規則第25条の

12第1項）。

（注）① 「在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料」とは、意見聴取におい

て援用しようとする資料を含め、在留資格の取消しを根拠づける資料をいう。

② 被聴取者等でない者（例えば、参加人でない者が利害関係人であるとする場

合や代理人資格証明書が提出されていない者等）が資料の閲覧を求めようとす

る場合は、申請に係る要件を満たしていないため不許可とし、速やかに不許可

通知書（別記第6号様式）により通知する。

（2）意見聴取担当入国審査官は、意見聴取の期日前に、被聴取者等から「資料閲覧許可申

請書」（施行規則別記第37号の14様式）により、閲覧の求めがあった場合は、第

三者の利益を害するおそれの有無その他閲覧の可否について意見を付して、速やかに
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所属する地方局長に報告しなければならない。

（3）地方局長は、文書等の閲覧の可否について、速やかに決定する。

（4）意見聴取担当入国審査官は、地方局長から、文書等の閲覧を許可する旨の決定を受け

た時は、「資料閲覧許可通知書」（施行規則別記第37号の15様式）により被聴取

者等にその旨を通知し、また不許可とする場合には、不許可通知書（別記第6号様

式）により被聴取者等に不許可の事実及びその理由を通知しなければならない。ただ

し、急を要する場合は、電話又は口頭により行い、電話記録書等により通知を行った

事実を記録し、併せて速やかに同通知書の交付を行う。

（5）複数の被聴取者又はそれらの代理人及び参加人又はそれらの代理人等から文書等の閲

覧の申出があった場合は、当該申出入ごとに資料閲覧許可申請書を提出させる。複数

の申出人が資料の閲覧を同時（同席）に希望し、特段の支障がないと認められる場合

には、同時に文書等の閲覧を許可することができる。

（6）資料閲覧許可通知書の作成

複数の者に対し同時に資料の閲覧を許可する場合は、資料閲覧許可通知書の「1 閲

覧者」氏名欄に「○○○他×名（別添のとおり）」と記載し、閲覧を許可した全対象者

について、国籍・地域、氏名、性別、生年月日、在留資格、通知番号及び在留資格取消

対象者との関係について記載したリスト等を作成の上添付し、また意見聴取手続を併合

した場合は、「3 在留資格取消対象者」の氏名欄に「○○○他×名（別添のとお

り）」と記載し、同様のリスト等を作成の上添付する。

（7）被聴取者等に資料を閲覧させる場合には、プライバシーに十分配慮し、可能な限り個

室において行う。適当な個室がない場合においても、一般の申請者等の第三者が立ち

入ることができない場所を確保するように配慮する。また、資料の紛失等を防止する

ため、入国審査官等の立会いの下、写しを閲覧させるものとする。

なお、被聴取者等に対する資料の写しの交付は認めない。

（注）閲覧の拒否は､第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があると

きでなければ、その閲覧を拒否することはできない（施行規則第25条の12第1項

後段）。「第三者の利益」には、閲覧を請求する者以外の者のプライバシーや法人の

営業の秘密等が含まれ、閲覧請求者との関係では、被聴取者や利害関係人も第三者と

なり得ることとなる。

第三者の利益に係る文書等であっても、当該文書等が在留資格の取消しに係る重大

な根拠となるものである場合は、事前に当該第三者の承認を受けることにより閲覧を

許可することができる。
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「その他正当な理由」には、公益上の観点から生じる場合や閲覧請求が権利の濫用

に当たる場合が考えられる。

なお、閲覧請求の対象文書の中に閲覧拒否事由に該当する部分があるときでも、そ

の部分を隠すなどして部分開示することが可能な場合は、可能な限りそのような方法

で閲覧請求に応えるものとする。

（8）意見聴取期日における文書等の閲覧

意見聴取担当入国審査官は、被聴取者等から、意見聴取期日の進行に応じて新たな閲

覧請求があった場合、その場で閲覧を許可することができるほか、当該意見聴取におい

て閲覧させることができないと判断するときは、閲覧の日時及び場所を指定することが

できる（施行規則第25条の12第5項）。

ア 意見聴取担当入国審査官は、意見聴取期日における資料閲覧許可申請に備え、閲

覧の可否及び閲覧を拒否する資料の拒否理由について、あらかじめ地方局長の決定を

受けておくものとする。ただし、閲覧の可否に係る地方局長の決定を受けていない資

料に関し、口頭による閲覧の申出があったときは、急を要する場合で、閲覧を認める

ことが明らかに相当と判断する資料であるときは、自らの判断で閲覧を許可すること

ができる。

イ 意見聴取担当入国審査官は、当該意見聴取の場において閲覧を認めることができ

ないと判断するときは、不許可通知書（別記第6号様式）により通知しなければなら

ない。

9 意見聴取の期日又は場所の変更

（1）意見聴取担当入国審査官は、被聴取者又はその代理人から、 ｢意見聴取期日等変更申

出書」（施行規則別記第37号の8様式）の提出があった場合は、意見を付して速やか

に所属する地方局長に報告するものとする。

なお、代理人が同申出をする場合には、代理人資格証明書を添えて提出させなければ

ならない。

（2）意見聴取担当入国審査官は、職権により意見聴取の期日又は場所の変更が適当である

と思われる場合は、意見を付して速やかに所属する地方局長に報告するものとする。

（3）地方局長は、前記（1）又は（2）により、意見聴取の期日又は場所の変更が適当で

あると判断した場合は、意見聴取担当入国審査官又は他の入国審査官をして「意見聴取

期日等変更通知書」（施行規則別記第37号の9様式）の送達により、被聴取者又は代

理人（意見聴取期日等変更申出書の提出があったときは同申出人）に通知しなければな

らない。
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なお、参加人又はその代理人がいる場合は、それらの者についても同様に通知しなけ

ればならない。

（4）急速を要するとき（前記3（3）イ（イ）に準ずる。）は、意見聴取期日等変更通知

書の郵送又は直接の交付に代わり、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国

警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる（施行規則第25条の6第4項ただ

し書）。

口頭により通知した場合は、期日等変更通知を行った事実を電話記録書等により記録

するとともに、速やかに意見聴取期日等変更通知書による通知を行う。

（5）意見聴取期日等の変更を不許可とした場合には、不許可通知書（別記第6号様式）に

より申出人に対し、通知しなければならない。

2 意見聴取

1 意見聴取時における留意事項

（1）出席者等の確認

意見聴取手続に当たり、出席者について次の事項を確認する。

ア 被聴取者が在留資格の取消手続を受ける本人であること。ただし、代理出頭が許可

されてその者が出席する場合を除く。

イ 被聴取者が未成年者である場合は、その法定代理人、任意代理人その他被聴取者の

権利を保護するのに適当な者が出席していること。

（注）「その他被聴取者の権利を保護するのに適当な者」とは、親族、同居人のほか、

参加人以外の利害関係人をいう。

ウ 被聴取者の代理人が出席する場合は、代理人資格証明書に記載されている代理権を

有する者であり、代理人出頭許可通知書により代理出頭が許可されていること。

エ 利害関係人が出席する場合は、利害関係人参加許可通知書又は利害関係人呼出状に

記載されている者であること。

オ 被聴取者の日本語の能力が十分でないと判断した場合は、通訳人又は意見聴取担

当入国審査官の通訳する外国語により意見聴取が可能であること。

（2）録音、録画等の禁止

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取において、被聴取者等による録音、録画及び写

真撮影等は一切認めないこと。

（3）意見聴取に出席しない者がいる場合

被聴取者等の一部が出席していないときであっても、意見聴取を行うことができる。

第2

(注）
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（4）取消原因等の説明

意見聴取担当入国審査官は、最初の意見聴取期日の冒頭において、在留資格の取消し

の原因となる事実及び根拠となる法令の条項を意見聴取の期日に出頭した者に対して説

明しなければならない。

（5）円滑な意見聴取手続の遂行

ァ 意見聴取担当入国審査官は、被聴取者等に十分な発言、証拠の提出、質問の機会

を与えるとともに、効率的かつ円滑に意見聴取手続が行われるよう協力を求める。

イ 被聴取者等は、意見聴取手続において、手続を併合した対象者が複数出席する場

合や複数の被聴取者等が参加する場合は、それぞれ意見を述べ、証拠を提出し、及び

意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

（注）意見や質問は、在留資格の取消しの原因となる事実のみでなく、法の解釈・適

用についても意見を述べ質問をすることができる。

ウ 意見聴取担当入国審査官は、被聴取者等が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、

その他意見聴取を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限する

ことができる。

エ 意見聴取担当入国審査官は、被聴取者等が意見聴取手続を妨害し、意見聴取に支

障が生じるおそれがあると認めた場合は、妨害をする被聴取者等に対し、退場を命じ

ることがある旨の警告を与える。

被聴取者等がこのような警告を無視して再度妨害を行うときは、被聴取者等に対

し、退場を命じることができる。

オ 意見聴取担当入国審査官は、被聴取者自身が意見聴取手続を妨害するなど、意見

聴取手続を続行することが困難となった場合は、意見聴取を中断し、当日の意見聴取

を再開しないときには、改めて意見聴取手続を続行するか、意見聴取手続を終結する

かを検討の上、決定するものとする。

意見聴取調書の作成

）意見聴取調書記載事項

〆

2

（1）意見聴取調書記載事項

意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取を行ったときは、施行規則第25条の11第

1項各号に規定する事項を記載した「意見聴取調書」（別記第7号様式）を作成しなけ
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ればならない。

（注1）意見聴取調書記載事項

① 意見の聴取の件名

② 意見の聴取の期日及び場所

③ 意見聴取担当入国審査官の氏名

④ 意見聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び

職業

⑤ 被聴取者等の陳述の要旨

⑥ 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目

⑦ その他参考となるべき事項

（注2）調書作成時の注意事項については、第11編第7章を参照。

（2）意見聴取調書記載要領

ア 手続を併合した場合

施行規則第25条の7の規定に基づき、併合した上で意見聴取手続を行う場合に

は、意見聴取調書頭書の身分事項欄には、在留資格取消対象者のうち、一人の身分事

項を記載号るとともに､氏名欄には｢○○○他×名(別添リストのとおり）」と記載

し、被聴取者全員のリストを作成の上､調書末尾に添付する。

また、調書を作成するに当たっては、誰の供述であるかが分かるように明確に記

載する。

イ 証拠提出時の取扱い

（ア）意見聴取調書への記載

被聴取者等から証拠書類等が提出されたときは、その内容、標目、数量等を提出

者の面前において確実に確認し、その証拠書類等の内容に係る説明等について記載

する。

なお、証拠書類等について、提出者が所有権を放棄し、次項記載の領置手続を執

らない場合には、その事実についても記載する。

（イ）証拠書類等の領置手続

意見聴取担当入国審査官は、被聴取者等から任意に提出された証拠書類等を領置

することができる。その場合、意見聴取担当入国審査官は「領置調書・目録書」

（別記第8号様式）を2通作成し、契印の上、その1通を提出者に対し交付しなけ

ればならない。

意見聴取担当入国審査官は領置中の証拠書類等の保管が必要でないと認めるとき
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は、「領置物件還付請書」（別記第9号様式）を徴収した上で、提出者に還付しな

ければならない。

また、提出者から領置中の証拠書類等について、所有権放棄の申出があった場合

には、「所有権放棄書」（別記第10号様式）の提出を求める。

ウ 被聴取者等の供述

被聴取者以外の者の供述については、アの手続に準じ、それぞれ誰の供述である

かを明確に調書に記載する。

エ 被聴取者等の署名

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取に参加した被聴取者等全てに対し、調書を

読み聞かせ、その内容に誤りがないことを確認した上で、全員から調書の末尾に署名

させなければならない。

オ 通訳人の署名

通訳人を介し意見聴取を実施した場合は、意見聴取調書に通訳人にも署名を求める。

（注）通訳人の国籍（特に被聴取者と同一国籍の場合）等を考慮し、被聴取者等の面前

での署名を求めることを控えるなど、そのプライバシーに十分配慮する。

）意見聴取調書の記載例

意見聴取調書は、前記（1）及び（2）を踏まえ、原則、次のアから力までを記載す

るものとする。

ア 意見聴取の実施に係る記載

「上記の者に対する在留資格取消対象事案につき、令和○○年○○月○○日、○○

において､意見聴取担当入国審査官○○は、通訳人を介して○○語により次のとおり

意見の聴取を行った。」

イ 被聴取者の国籍・地域等の供述に係る記載

「意見聴取担当入国審査官は、被聴取者に対し、国籍・地域、本籍地、出生地、居

住地、職業、氏名及び生年月日を尋ねたところ、被聴取者は、任意次のとおり供述し

た。

国籍・地域及び本籍地は、○○

出生地は、○○

住居地は、○○

職業は、○○

氏名は、○○

生年月日は、○○年○○月○○日です。」

(3）
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ウ 取消原因等の説明及び被聴取者からの聴取内容の記載

「意見聴取担当入国審査官は、被聴取者及びその他の参加人に対し、出入国管理

及び難民認定法施行規則第25条の9第2項の規定により、被聴取者、利害関係人又

はそれらの代理人は意見の聴取に当たって意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに質

問をすることができることなど意見聴取の手続を説明し、在留資格の取消しの原因と

なる事実について説明し、その事実に対する意見を尋ねたところ、被聴取者等は次の

とおり供述した。

答）」

エ 証拠調べに係る聴取内容の記載

「意見聴取担当入国審査官は、証拠資料を閲覧させ、在留資格取消し事実に係る

記載を読み間かせ（又は「その要旨を告げ」）、証拠物はこれを被聴取者等に示すと

ともに、当該証拠物の記載内容については、その要旨を説明した上、被聴取者等に意

見及び弁解の有無を尋ねたところ、被聴取者等は次のとおり供述した。

（取り調べた証拠資料の標目、記載部分及び証拠物は別紙目録のとおり）

答）・ ..」

オ 被聴取者からの聴取内容の記載

「意見聴取担当入国審査官は、在留資格取消し事実又は情状に関し、なお取り調

べるべきものがないかどうかを被聴取者等に確かめた上、申し述べることがあるかど

うかを被聴取者等に尋ねたところ、被聴取者等は次のとおり供述した。

答）・・・」

力 被聴取者等の署名

「被聴取者 ○○

代理人 ○○

利害関係人 ○○

以上録取し、被聴取者等に閲覧させた（又は「通訳人を介して、○○語で読み聞か

せた」）ところ、いずれも、誤りがない旨を申し立て署名した。

前同日

○○出入国在留管理局

入国審査官 ○○

通訳人 ○○」

代理出頭による意見聴取における意見聴取調書の作成

）施行規則第25条の8第2項の規定に基づき、被聴取者に代わって代理人から意見聴

3

(1）
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取を行ったときは、「意見聴取調書（代理人）」（別記第11号様式）を作成しなけ

ればならない。

（2）意見聴取調書（代理人）の記載事項及び記載要領は、本節第2の2（1）及び（2）

に準じる。

（3）意見聴取調書（代理人）の記載例は、次のとおりとする。

ア 代理人に対する意見聴取の実施に係る記載

「意見聴取担当入国審査官○○は、令和○○年○○月○○臼、○○において、在

留資格取消対象者に係る出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第○号につき、

上記の者から、利害関係人及び利害関係人の代理人が出席して、通訳人を介して○○

語により次のとおり意見の聴取を行ったところ、任意に次のとおり供述した。」

イ 被聴取者の代理人の国籍・地域等の供述に係る記載

「在留資格取消対象者の身分事項及び代理人との関係について尋ねたところ、次

のとおり供述した。

在留資格取消対象者の国籍・地域は、

出生地は、

住居（居住）地は、

職業は、

氏名は、

生年月日、○○年○○月○○日です。

在留資格取消対象者と私の関係は、」

ウ 取消原因等の説明及び被聴取者の代理人からの聴取内容の記載

「意見聴取担当入国審査官は、代理人及びその他の参加人に対し、出入国管理及

び難民認定法施行規則第25条の8第2項の規定により、代理人、利害関係人又は利

害関係人の代理人は意見の聴取に当たって意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに質

問をすることができることなど意見聴取の手続を説明し、在留資格取消対象者の在留

資格の取消しの原因となる事実について説明し、その事実に対する意見を尋ねたとこ

ろ、代理人等は次のとおり供述した。

答）・・・」

エ 証拠調べに係る聴取内容の記載

「意見聴取担当入国審査官は、証拠資料を閲覧させ、在留資格取消事実に係る記

載を読み間かせ（又は「その要旨を告げ」）、証拠物はこれを代理人等に示すととも

に、当該証拠物の記載内容については、その要旨を説明した上、代理人等に意見及び
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弁解の有無を尋ねたところ、被聴取者等は次のとおり供述した。

（取り調べた証拠資料の標目、記載部分及び証拠物は別紙目録のとおり）

答）・・・」

オ 被聴取者の代理人からの聴取内容の記載

「意見聴取担当入国審査官は､在留資格取消事実又は情状に関し、なお取り調べ

るべきものがないかどうかを代理人等に確かめた上、申し述べることがあるかどうか

を代理人等に尋ねたところ、次のとおり供述した。」

力 被聴取者等の代理人等の署名

「代理人

利害関係人

以上録取し、代理人等に閲覧させた（又は「通訳人を介して、○○語で読み聞かせ

た」）ところ、いずれも、誤りがない旨を申し立て署名した。

前同日

○○出入国在留管理局

入国審査官

通訳人」

意見聴取手続の続行4 意見聡取手続の続行

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取手続の当日のみでは、意見聴取手続を終えるこ

とができず、意見聴取を続行する必要があると判断した場合は、被聴取者（代理出頭に

よる意見聴取の場合は当該代理人。以下本項について同じ。）に対し、意見聴取続行通

知書を交付し、再度意見聴取手続への出頭を求めることができる｡

この場合、当日の意見聴取手続終了後、意見聴取続行通知書は被聴取者にのみ交付し、

同時に当日意見聴取手続に参加したその他の者に対しても口頭で通知する。

なお、正当な理由があり意見聴取を欠席した者がいる場合は、意見聴取手続の続行につ

いて、意見聴取続行通知書の送付又は電話により口頭で通知する。

5 意見聴取報告書の作成

意見聴取担当入国審査官は、意見聴取の終結後、施行規則第25条の11第2項各号に

規定する事項を記載した「意見聴取報告書」（別記第12号様式）を作成し、これに署名

押印して地方局長に報告しなければならない。

意見聴取報告書には次の事項を記載する（原則として（1）から（3）の|'頂に、項を分

けて記載する。）。

（1）在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
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（2）前記（1）の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

（3）在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見

第4節 処分等

第1 取消しの可否の決定

1 地方局長の決定する事案

地方局長は､ 本庁に請訓するものを除き、在留資格の取消しの可否を決定する。

なお、正当な理由なく意見聴取に出頭しない次の場合は、原則として、在留資格の取消

しを決定するものとする。

（1）在留資格取消対象者に対し、意見聴取通知書の送達（入管法第22条の4第3項ただ

し書による通知を含む。）後、正当な理由なく指定された期日に出頭しない場合

（2）代理出頭の申出に基づき、代理人からの意見聴取を許可した場合で当該代理人が正当

な理由なく出頭に応じない場合

2 請訓範囲

第3編第2章第1節及び第2節を参照。

3 留意事項

（1）取消しの要否については、取消しは行うことが「できる」‘ものであり、必ず行わなけ

ればならないわけではないので、個別の事情を勘案して、取消しを行うか否かを判断す

ることが必要である。

この取消しを行うか否かの判断は、引き続き在留を認めるに足る相当の理由があるか

否かによる。

具体的には、例えば、入管法第22条の4第1項第5号又は第6号に該当するものと

して意見聴取が行われたものの、他の在留資格に該当する活動を行っているとして在留

資格変更許可申請が行われた場合や難民認定申請又は補完的保護対象者認定申請中であ

るとして在留資格変更許可申請が行われた場合において、在留資格取消事由に該当する

ことを踏まえて、当該申請を許可するときは、在留資格を取り消さない処分とする。

（注1）在留資格取消手続中の者から在留資格変更許可申請があった場合、在留状況

や申請内容等を総合的に勘案し、取消しの要否及び申請に対する許否を判断す

る必要がある。

（注2）入管法第22条の4第1項第8号又は第9号に該当する事案のうち、取消対

象者が16歳に満たない場合であって、当該取消事由が住居地届出の代理義務
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者の義務不履行等により発生したものについては、意見聴取通知書を発出する

ことなく終止にするなどして差し支えない。

（2）入管法第22条の5の規定に基づき、入管法第22条の4第1項第7号に該当するこ

とが判明して在留資格の取消しをしようとする場合には、対象となる外国人に対して、

在留資格の変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるように配慮しなければならな

い。

したがって、在留資格の取消しをしようとする場合で、配偶者としての活動を行わな

いで在留していることにつき正当な理由が認められないときは、在留資格変更許可申請

又は永住許可申請を行うことができる旨を説明するものとし、説明を行った旨、説明日

時及び説明者氏名を適宜の書面に記載して一連記録に編てつする。当該説明を受けた外

国人が申請を希望した場合は申請を受理し、第5節第4の規定にかかわらず、在留資格

変更許可申請等に係る処分を優先して行う。

なお、この場合において、原則として、当該説明を行った日の翌日から30日以内に

申請がなされない場合で、申請がなされないことにつき正当な理由が認められない場合

は、速やかに後記第2の2のとおり措置する。

2 措置

地方局長は、出入国在留管理庁長官から前記第1の2の請訓の結果を受け、又は自ら在

留資格の取消しの可否について決定し、在留資格を取り消さないこととしたときは後記1

により、在留資格を取り消すこととしたときは後記2のとおり措置する。

1 在留資格を取り消さない場合の措置

（1）意見聴取通知書の送達又は通知後、在留資格を取り消さないこととした場合には、被

聴取者又は代理人の出頭を求めて「通知書」（別記第13号の2様式）を交付し、又は

郵送により通知する（施行規則第25条の14）とともに、必要な事項をFEISに入

力する。

（注）在留資格を取り消さないことの通知を行うことによって、みなし再入国許可の除

外事由（施行規則第29条の4）に該当しなくなるほか、入管法第22条の4第1

項第1号に該当するもの（入管法第5条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又

は第9号の2に該当する場合に限る。）として在留資格取消手続が執られた場合は、

入管法第5条の2に規定する上陸拒否の特例に係る通知の対象となる（施行規則第

4条の2第1項第1号ルに該当）ことから、原則として上陸拒否の特例に係る通知

を併せて行う（第6編第2章第2節第10を参照）。

第2

購溌擬議溌灘(2）
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2 在留資格を取り消す場合の措置

在留資格を取り消す場合は、「在留資格取消通知書」（施行規則別記第37号の16様

式。ただし、入管法第22条の4第7項本文の規定により期間を指定する場合にあっては

別記第37号の17様式。）の送達を行う。送達に関する具体的な手続については第4節

の2を参照。

（注）入管法第22条の4第7項ただし書による場合は、同項本文の規定にかかわらず、

当該外国人が出国するために必要な期間（以下「出国期間」という。）を指定するこ

となく、退去強制手続をとる。

同項ただし書の「逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合」とは、在留資

格を取り消して出国期間を指定したとしても、当該期間中に任意に出国することなく、

当局から故意に行方をくらませて、退去を免れようとすることが疑われ、その疑いを

抱くことにつき相当の理由がある場合をいう。その判断に当たっては、当該外国人の

生活状況、在留資格に応じた活動を行わなくなった経緯、背後関係の有無、取消事由

が発覚した経緯、取消手続中の挙動等の事情を総合的に考慮することとなる。

例えば、技能実習生が実習先から無断で離脱して行方不明になった場合、在留資格

取消手続における意見聴取のための呼出しに正当な理由がないのに応じない場合など

は、それ自体が逃亡を疑わせる－つの要素になると考えられる。逆に、それまでの日

本での生活状況や人間関係、本国の家族とのやり取り等に照らし、逃亡生活を選ぶよ

りも自ら出国することを選ぶ可能性が高いと客観的に認められる者などは、「逃亡す

ると疑うに足りる相当の理由がある」とは言い難い場合が多いと考えられる。

（1）在留資格取消通知書の作成

ア 取消しの理由の記載

在留資格取消通知書（施行規則別記第37号の16様式及び同別記第37号の1

7様式）の「6 取消しの理由」欄への記載は、後記（注）の「取消しの理由の記載

例」を参考にして可能な限り具体的にその理由を記載する。

（注）取消しの理由の記載例

① 入管法第22条の4第1項第1号に該当する場合
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a 法第5条第1項第4号該当

あなたは、○○年○○月○○日に懲役○年○月執行猶予○年の刑に処せら

れ、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第4号に該当するにもかかわら

ず、虚偽の記載をした外国人入国記録を提出することにより、△△年△△月

△△日、上陸許可の証印（上陸特別許可）を受けていることから、同法第2

2条の4第1項第1号に該当します。

b 法第5条第1項第5号該当

あなたは、○○年○○月○○日に覚醒剤取締法に違反して、懲役○年○月

執行猶予○年の刑に処せられ、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第5

号に該当するにもかかわらず、虚偽の記載をした外国人入国記録を提出する

ことにより、△△年△△月△△日、上陸許可の証印（上陸特別許可）を受け

ていることから、同法第22条の4第1項第1号に該当します。

c 法第5条第1項第6号該当

あなたは、覚醒剤取締法に定める覚醒剤を不法に所持し、出入国管理及び

難民認定法第5条第1項第6号に該当するにもかかわらず、虚偽の記載をし

た外国人入国記録を提出することにより、○○年○○月○○日に上陸許可の

証印（上陸特別許可）を受けていることから、同法第22条の4第1項第1

号に該当します。

d 法第5条第1項第9号

・ あなたは、○○年○○月○○日に退去強制され（ており）、出入国管理

及び難民認定法第5条第1項第9号ロに該当するにもかかわらず、虚偽

の記載をした外国人入国記録を提出することにより、△△年△△月△△

日、上陸許可の証印（上陸特別許可）を受けていることから、同法第2

2条の4第1項第1号に該当します。

・ あなたは、○○年○○月○○日、出国命令により出国しており、出入国

管理及び難民認定法第5条第1項第9号二に該当するにもかかわらず、

虚偽の記載をした外国人入国記録を提出することにより、△△年△△月

△△日、上陸許可の証印（上陸特別許可）を受けていることから、同法

第22条の4第1項第1号に該当します。

② 入管法第22条の4第1項第2号に該当する場合

あなたは、○○年○○月○○日に行った在留期間更新許可申請（上陸許可申

請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留資格取得許可申請）において、
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虚偽の内容の書面（具体的な文書名を記載）を提出することにより、△△年△

△月△△日、在留期間更新許可（上陸許可の証印、上陸特別許可、在留資格変

更許可、永住許可、在留資格取得許可）を受けていることから、出入国管理及

び難民認定法第22条の4第1項第2号に該当します。

③ 入管法第22条の4第1項第3号に該当する場合

・ あなたは、○○年○○月○○日に行った在留期間更新許可申請（上陸許可

申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留資格取得許可申請）にお

いて、不実の記載のある文書（図面）（具体的な文書名を記載）を提出（提

示）することにより、△△年△△月△△日、在留期間更新許可（上陸許可の

証印、上陸特別許可、在留資格変更許可、永住許可、在留資格取得許可）を

受けていることから、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第3号

に該当します。

・ あなたは、○○年○○月○○日に行った在留資格認定証明書交付申請にお

いて、不実の記載のある文書（図面）（具体的な文書名を記載）を提出（提

示）して在留資格認定証明書の交付を受け、△△年△△月△△日、これを提

示することにより上陸許可の証印を受けていることから、出入国管理及び難

民認定法第22条の4第1項第3号に該当します。

④ 入管法第22条の4第1項第4号に該当する場合 、

あなたは、虚偽の内容の書面(具体的な文書名を記載）を提出することによ

り、○○年○○月○○日、在留特別許可（仮滞在許可に係る在留資格取得許

可) を受けていることから、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第

4号に該当します。

⑤ 入管法第22条の4第1項第5号に該当する場合

a 他の活動を行っている場合

あなたは、○○年○○月○○日に上陸許可を受け、在留資格「留学」を

もって在留中ですが、在籍している○○日本語学校に△△年△△月△△日以

降全く出席せず、正当な理由がないのに、在留資格「留学」に係る活動を行

っていないとともに、●●において△△を行っており、正当な理由がないの

に他の活動を行い在留していることから、出入国管理及び難民認定法第22

条の4第1項第5号に該当します。

b 他の活動を行おうとしている場合

あなたは、○○年○○月○○日に上陸許可を受け、在留資格「留学」をも
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って在留中ですが、○○日本語学校を出席不良により△△年△△月△△日付

けをもって同校を除籍されて以降､ 正当な理由がないのに、在留資格「留

学」に係る活動を行っていないとともに、仕事のあっせんを受けて△△に転

居するなどし、正当な理由がないのに他の活動を行おうとして在留している

ことから、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第5号に該当しま

す。

⑥ 入管法第22条の4第1項第6号に該当する場合

・ あなたは、○○年○○月○○日に上陸許可を受け、在留資格「留学」をも

って在留中ですが、○○日本語学校を出席不良により、△△年△△月△△日

付けをもって同校を除籍され、正当な理由がなく、在留資格「○○」に係る

活動を継続して3月以上行っていないことから、出入国管理及び難民認定法

第22条の4第1項第6号に該当します。

・ あなたは、○○年○○月○○日に在留期間更新許可を受け、在留資格「技

能実習2号ロ」をもって在留中ですが、△△年△△月△△日の実習を最後に

実習実施者から失除し、正当な理由がなく、在留資格「技能実習2号ロ」に

係る活動を継続して3月以上行っていないことから、出入国管理及び難民認

定法第22条の4第1項第6号に該当します。

⑦ 入管法第22条の4第1項第7号に該当する場合

あなたは、○○年○○月○○日に上陸許可の証印を受け、在留資格「日本人

の配偶者等」（「永住者の配偶者等」）をもって在留中ですが、△△年△△月

△△日をもって配偶者と離婚しており、正当な理由がなく、在留資格「日本人

の配偶者等」（「永住者の配偶者等」）に係る活動を継続して6月以上行って

いないことから、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第7号に該当

します。

⑧ 入管法第22条の4第1項第8号に該当する場合

あなたは、上陸許可の証印（上陸特別許可、在留資格変更許可、在留期間更

新許可、永住許可、在留資格取得許可、在留特別許可、仮滞在許可に係る在留

資格取得許可）を受けた○○年○○月○○日から90日以内に、正当な理由が

なく、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしていないことから、出入国

管理及び難民認定法第22条の4第1項第8号に該当します。

⑨ 入管法第22条の4第1項第9号に該当する場合

あなたは、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地を退去した日から90日

I
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以内に、正当な理由がなく、出入国在留管理庁長官に新住居地の届出をしてい

ないことから、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第9号に該当し

ます。

⑩、入管法第22条の4第1項第10号に該当する場合

あなたは、○○年○○月○○日に、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を

届け出たので、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第10号に該当

します。

⑪ 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律（平成28年法律第88

号）による改正前の入管法第22条の4第1項第3号に該当する場合

あなたは、○○年○○月○○日に行った在留期間更新許可申請（上陸許可申

請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留資格取得許可申請）において、

虚偽の内容の書面（具体的な文書名を記載）を提出することにより、△△年△

△月△△日（※平成29年1月1日より前の日を記載）、在留期間更新許可

（上陸許可の証印、上陸特別許可、在留資格変更許可、永住許可、在留資格取

得許可）を受けていることから、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する

法律（平成28年法律第88号）による改正前の出入国管理及び難民認定法第

22条の4第1項第3号に該当します。

出国期間及び必要と認められる条件の指定（施行規則別記第37号の17様式）

）出国期間の指定

在留資格取消通知書の「7 出国期間」欄には、送達の方法により、次のとおり

期日を指定して記入するとともに、指定した出国期間及び期限をFEISに入力す

る。

① 送付送達を行う場合

原則として、発送の日の翌日から起算して20日目の日として作成し送付する。

ただし、離島等、郵送に日数を要することがあらかじめ把握されているときは、

郵送に必要な日数を加算する。

（参考）日本郵便のウェブサイトにおいて郵送にかかる日数の目安を調べること

ができる。

なお、郵便事情等により送達が遅れて完了した場合であって、送達を受けた外

国人から遅れて送達が完了したことについて疎明資料の提出があった場合は、実

際に送達が完了した日から出国期間を指定した新たな在留資格取消通知書を作成

して交付するとともに、FEIS上の送達が完了した日の修正を行う。

イ

(ア）
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② 交付送達を行う場合

原則として、交付の日の翌日から起算して20日目の日

③ 公示送達が完了した場合

原則として、公示送達の完了日（法務省の掲示場に掲示を始めた日から起算し

て2週間を経過した日）から起算して7日目の日

(イ）条件の指定

① 住居の指定

指定住居の記載については、住居の屋号《号室等まで記載する。

② 行動範囲の指定

行動範囲については、指定住居の属する都道府県及び出国予定空海港までの経

路を記載し、病院への通院又は渡航文書の手続等の特別な事情があると地方局長

が認めた場合には、それに応じて定めることとする。

例1：東京都及び出国の際の成田国際空港までの順路による通過経路

例2：東京都、神奈川県横浜市所在の○○総合病院へ通院の際の同病院及び同

病院までの経路並びに出国の際の成田国際空港までの順路による通過経路

③ 就労活動の制限

本邦において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止を条

件に付する。

④ その他の条件

前記①から③までのほか、特に必要と認める事項を条件に付する。

⑤ 注意事項の記載

次のとおり記載する。

「付された条件に違反した場合には、出国期間の指定を取り消す場合がありま

す。」

⑥ 公示送達が完了した場合の記載

後記第4節の2第2の4（3）ウ参照。

上陸許可証印等の抹消

〉 送達の完了により在留資格が取り消された者からの出国確認の申請や当該者の出

頭等により、当該取消処分が旅券又は在留資格証明書に記載されている在留資格に係

るものであることを地方出入国在留管理官署において確認したときは、当該在留資格

の証印に取消(CANCELLED)印を押印し、「○○○○年○○月○○日在留資格取消し

（通知番号）」と記載の上、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印し、在留カード

（2）

ア
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を所持する者については在留カードを返納させる。返納された在留カードについては、

穿孔処理をして還付する（在留カードの券面に記載された身分事項が真正なものであ

る場合に限る。）。

（注1）公示送達により在留資格取消通知書の送付を受けた者に対しては、上記アの

措置に当たって、在留資格取消通知書に記載された事項を口頭で説明する。

（注2）中長期在留者で、新規の上陸許可後に在留期間更新許可処分等を受けていな

いものについては、旅券等にある在留資格の証印に係る措置及び在留カードの

返納に係る措置が必要となる。

イ 在留資格取消処分日以降に有効期限を迎える再入国許可を受けている場合には、再

入国許可証印に取消(CANCELLED)印を押印する。資格外活動許可を受けている場合

にも同様に措置する。

ウ 公示送達以外の方法により送達した場合は、送達の日から14日以内に郵送又は出

頭により在留カードを返納する必要がある旨を記載した書面を在留資格取消通知書の

送達に併せて送付又は交付する。

（3）取消訴訟の提起に関する事項の教示

在留資格取消通知書を送達する場合（公示送達を除く。）は、第10編第1章第4節

第2の11の規定に準じ、取消対象者に対して取消訴訟の提起に関する事項の教示を行

う（在留資格取消通知書の送達に併せて送付又は交付する。）。公示送達完了後、出訴

期間中にある者が出頭等した場合も同様とする。

なお、公示送達による場合の出訴期間については、公示送達の完了日を「処分又は裁

決があったことを知った日」とし、公示送達の完了日から6か月間を出訴期間として取

り扱う。

（4）警備部門への通報

ア 入管法第22条の4第1項第1号若しくは第2号に該当する場合又は同条第7項

ただし書による場合に在留資格取消通知書を送達したときは、当該外国人について、

「退去強制事由該当容疑者通報書」（別記第14号様式）により警備部門へ通報する。

なお、地方出入国在留管理官署内において取消対象者に対して在留資格取消通知

書を出会送達した場合は、通報書と共に入国警備官に当該外国人の身柄を引き渡す。

イ 入管法第22条の4第1項第3号から第10号まで（第5号については同条第7

項ただし書による場合を除く。）のいずれかに該当するものとして在留資格取消通知

書を送達した者について、前記（1）に規定する出国期間を経過しても当該外国人の

出国事実が確認できない場合は、退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通
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報する。

ウ 在留資格を取り消す決定をしたものの、在留資格取消通知書の送達手続が不調又

は時間を要する場合（公示送達のための調査を含む。）は、当該外国人について、

「在留資格取消決定連絡書」（別記第15号様式）により警備部門へ連絡し、送達手

続又は住居地の調査等について必要な協議を行う。

（注）前記の場合に限らず、在留資格の取消しの決定に伴う退去強制事由の発生、送

達手続又は住居地の調査等について、必要に応じ、関係部門と適宜調整を図る。

協溌雛職擬溌繍騨（5）

ア 》』
蕊繍繍鰯溌翻灘磯鐵雛織繍懸識 蝉掘溜蜘舗 P茸P

嵐繩

i認蕊蕊瀞蕊(6）

識鐵贈溌鐵鑑難溌溌灘灘‘織識蕊鍵蕊鑑識職鯉 蝋撚蕊鴬鐵磯I癖：

難職欝認雛幾溌綴鍔蕊識灘溌溌灘溌驚識鯉醗，競蕊壊蒼競調 懇蝿灘

①
伯
ｂ
間
Ⅵ
ｑ
４
ｐ

■

第3 条件の変更等

1 在留資格取消通知書に記載された条件の変更

（1）出国期間の変更 ・

出国期間等を指定された当該外国人から出国期間の変更の申出があったときは、出国

期間変更の必要性を疎明するに足りる資料を添付させた上で、「条件変更申出書」（別

記第16号様式）を提出させる。

出国期間の変更にやむを得ない理由があり、それを相当と認める時は、当初指定した

期間を含め通算して30日を超えない範囲において、変更を許可することができる。

出国期間の変更を許可する場合は、在留資格取消通知書上の出国期間を二重線で抹消

し、新たに指定した出国期間を記載の上、地方局長の印を押印する。ただし、当該外国

人が支局又は出張所において出国期間の変更を申し出た場合で、当該申出に緊急の事情

があると認められる場合は、電話等により地方局長の承認を得た上で、地方局長の印に
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代えて、支局又は出張所の長の印を押印することにより、出国期間の変更を許可するこ

とができる。

なお、出国期間の変更を許可しないときは、当該外国人に対し、その旨を口頭で通知

する。

また、出国期間の変更を許可した場合は、新たな出国期間をFEISに入力する。

（2）指定住居の変更

出国期間等を指定された外国人から指定住居の変更の申出があったときは、住居変更

の必要性を疎明するに足りる書類を添付させた上で、条件変更申出書を提出させる。

指定住居の変更に合理的理由があり、それを相当と認めるときは、在留資格取消通知

書上の指定住居を2重線で抹消し、新たに指定した住居を記載の上、地方局長の印を押

印するとともに、新たな指定住居をFEISに入力する。

ただし、当該外国人が支局又は出張所において指定住居の変更を申し出た場合で、当

該申出に緊急の事情があると認められる場合は、電話等により地方局長の承認を得た上

で、地方局長の印に代えて、支局又は出張所の長の印を押印することにより、指定住居

の変更を認めることができる。

なお、指定住居の変更を認めないときは、当該外国人に対し、その旨を口頭で通知す

る。

（3）行動範囲の一時拡大

出国期間等を指定された外国人から行動範囲の一時拡大の申出があったときは、旅行

の目的、必要性、旅行に要する期間等を疎明するに足りる書類を添付させた上で、条件

変更申出書を提出させる。

行動範囲の一時拡大に合理的理由があり、それを相当と認めるときは、在留資格取消

通知書の余白又は裏面に「○○月○○日から○○月○○日までの間、○○への行動範囲

拡大を認める。」旨を記載し、地方局長の印を押印するとともに、行動範囲の拡大をF

EISに入力する。

なお、当該外国人が支局又は出張所において行動範囲の一時拡大を申し出た場合及び

行動範囲の一時拡大を許可しないときの取扱いは、前記（1）に準じる。

2 条件違反が判明した場合の取扱い

（1）地方局長は、当該外国人が在留資格取消通知書上の条件に違反したことが判明した場

合は、出国期間等の指定を取り消すか否かを決定する。

（2）地方局長は、条件の違反がやむを得ない事情による場合又は軽微な場合を除き、出国

期間等の指定を取り消し、在留資格取消通知書に記載された出国期間を2重線で抹消し、

ノ
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出国可能な船舶又は航空機の直近のものがある日を期日として記載の上、地方局長の印

を押印するとともに、出国期間の取消をFEISに入力する。

当該外国人に対し、当該期日までの速やかな出国を求めるとともに、当該期日までに

出国しなかったときは、退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報する。

なお、出国期間等の指定の取消権者は、当該外国人の在留資格を取り消した地方局長

である。

また、行動範囲や経路の逸脱があった場合でも、その原因が不注意等過失によるもの

で、逃亡の意思が全くない場合は、取消しを行わない。

（注1）当該外国人が紛失等により在留資格取消通知書を所持していない場合は、従前

の通知書を再作成した上で記載の変更を行う。

（注2) FEISへの入力は出国期間の取消しに伴い決定した期日の入力により行う。

第4 出国の確認

1 入国審査官は、出国期間等の条件の指定を受けた外国人が出国確認の申請を行ったとき

は、在留資格取消通知書に記載された出国期間等の条件を確認した上で、出国確認を行

う（後記3の手続を必要としない場合は出国審査ブース限りで処理して差し支えな

い。）。

なお、在留資格取消通知書は回収しない。

（注1）地方局においては、進行管理の一環として、取消処分の対象者の出国事実の有無

を随時確認する。

(注2）

臆
2 入国審査官は、出国期間等の条件の指定を受けた外国人が指定された行動範囲外の出入

国港から出国しようとする場合であって、本節第3の1（3）に規定する行動範囲の一

時拡大を認められていない者が、既に出国のために出入国港へ出頭し、指定された出国

期間内に出国しようとするときは、前記1により出国確認を行う。

3 上陸許可証印等の抹消等

出国確認を行った取消対象者の所持する旅券に記載されている在留資格に係る証印及び

再入国許可証印については、旅券上の処理が未了の者については、本節第2の2（2）に

従い証印の抹消等を行う。

第5 在留資格取消手続の終止

在留資格取消手続中に以下の事実が判明した場合は、地方局長へ報告の上、在留資格取

消手続を終止とする。
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(注1）

鰯蕊雛識蕊驚鰯羅鍵
（注2）意見聴取通知書の送達等をした後、在留資格取消事由に該当することを踏まえて、

在留申請の許可を決定したとき又は請訓の結果許可すべき旨の通知を受けたときは、

在留資格取消手続を終止とすることなく、第1章第4節第2の1の措置（在留資格

を取り消さない場合の措置）を行う。

1 単純出国した場合

2 再入国許可（みなし再入国許可を含む。）による出国後、当該許可の有効期間を経過

して再入国しなかった場合

（注）在外公館における再入国許可の有効期間延長許可の可能性に留意すること。

3 在留期間（入管法第20条第6項（第21条第4項において準用する場合を含む。）

の規定により本邦に在留することができる期間を含む。）の満了日を経過した場合

4 退去強制令書が発付された場合

5 入管法第50条の規定による在留を特別に許可された場合

6 死亡又は日本国籍があることが判明若しくは日本国籍を取得した場合

7 その他地方局長が意見聴取通知書の送達又は通知前に在留資格取消手続の終止を適当

と判断した場合

i取消し記録の取扱い等

警備部門への取消し記録の引渡し

次の警備部門に通報する案件については、原則として一連記録の原本を警備部門に引き

渡すものとする。

（1）入管法第22条の4第1項第1号、第2号若しくは第5号（同条第7項ただし書によ

る場合に限る。）の規定により在留資格を取り消した案件

（2）入管法第22条の4第1項第3号から第10号まで（第5号については、同条第7項

ただし書による場合を除く。）の規定により在留資格を取り消したもののうち、指定し

た出国期間を経過した案件

（3）その他警備部門への通報が必要と認められる案件

｜画像照会システムに入力する文書

（1）警備部門に取消し記録の原本を引き渡す案件

一連記録の原本は警備部門において保存されるため、出入国管理画像照会システムに

は、事案の概要等が分かる次の文書を画像入力するものとする。ただし、地方局等の実

６
１

第

2
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情に応じて、その他の文書を入力しても差し支えない。

ア 在留資格取消対象者に係る端緒報告書

イ 供述調書

ウ 意見聴取調書

エ 意見聴取報告書

オ 在留資格取消通知書

力 公示送達の進達に係る文書

キ 在留資格の取消しの可否に関する決裁文書

ク 終止処分に係る決裁文書

ケ その他審査の参考となる文書

（2）上記（1）以外の案件

原則として、出入国管理画像照会システムに入力したデータを正本として保存する。

この場合、一連記録の全ての写しを画像照会システムに入力した記録の原本については

廃棄するものとする。

（注）上記（1）及び（2）において、首席審査官等の判断により、審査部門において

紙媒体を保存しておくことが適当と認められる案件については、紙媒体で保存して

も差し支えない。ただし、この場合の紙媒体は、正本とは別の行政文書となるため、

保存期間や延長手続等に留意すること。

第4節の2 送達

第1 送達する書類

在留資格取消手続における意見聴取通知書及び在留資格取消通知書（以下「意見聴取通

知書等」という。）の送達については、入管法第61条の8の2及び本節に定めるところ

による。

なお、同条に定める送達の手続は、意見聴取通知書等の送達に限り適用され、その他の

書類の交付又は通知には適用されない（入管法第22条の4第3項、第6項）。

第2 送達の方法と手続

入管法第61条の8の2に規定する送達の方法は、郵便又は信書便による送達（以下

「送付送達」という。）、交付送達及び公示送達が定められている。

1 全般的留意事項

（1）送達を受けるべき者
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ア 原則

送達に係る意見聴取通知書等に記載された事項の効力は、送達を受けるべき者に対

する送達の完了によって発生する。

イ 法定代理人に対する送達

送達を受けるべき者が未成年者、成年被後見人、代理権付与の審判がなされた被補1

佐人・被補助人である場合は、法定代理人に意見聴取通知書等を送達し、当該送達の

完了によって、当該送達を受けるべき未成年者等に対して当該意見聴取通知書等に記

載された事項の効力が発生する。

ウ 再入国出国中の者に対する送達

送達を受けるべき者が再入国出国中である場合であっても、当該送達を受けるべき

者の住居地があるときは、当該住居地に意見聴取通知書等を送達すること自体はでき

るが、意見聴取通知書については、あらかじめ意見聴取の期日を設定することが困難

であり、在留資格取消通知書については、出国期間の指定が困難であること等から、

送達を受けるべき者が再入国出国中である場合には、公示送達を含め、意見聴取通知

書等の送達を行わない。

なお、在留資格取消通知書の公示送達中の取消対象者から、再入国出国するとして

再入国許可申請がなされた場合は、同申請を不許可とし、併せて在留資格取消通知書

の交付送達等を行い、現に再入国許可を有するとして出国確認の申請がなされた場合

には、公示送達中であること及び公示送達完了後の再入国許可による再入国はできな

いことを伝達し、そのような事情を前提として出国する旨を記載・証明した書面（任

意書式）を提出させた上、出国確認を行う。当該書面については、在留資格取消手続

を行っている地方局に送付し、送付を受けた地方局においては、当該者の在留資格取

消手続に関する記録とともに編てつして保管する。

（注）再入国出国中に在留資格取消通知書の公示送達が完了した者については、公示

送達の完了をもって在留資格が取り消され、出国時に有していた再入国許可も失

効することから、再入国許可による上陸の申請がなされた場合には、無査証事案

として対応する。

（2）送達すべき場所

ア 原則

送付送達又は交付送達により送達を行う場合は、原則として、送達すべき場所は送

達を受けるべき者の住居地となるが（入管法第61条の8の2第1項）、送達を受け

るべき者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる（同条第
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4項）。

なお、住居地とは出入国在留管理庁長官に対して届け出られているものに限定され

るものではなく、例えば､，送達を受けるべき外国人が知人宅に相当期間寝泊まりして

いる場合については、当該知人宅を住居地として届け出ていなかったとしても、当該

知人宅を送達すべき場所とすることができることがある。

イ 外国人が刑事施設に収容されている場合

（ア）送達を受けるべき者が刑事施設に入所するまで単身で世帯を構成していた場合は、

当該刑事施設を送達すべき場所とする。

（イ）送達を受けるべき者が刑事施設に入所するまで家族と住居地を一にしていた場合

は、当該家族の住居地が送達すべき住居地となる。なお、送達を受けるべき者が、

収容されている施設において意見聴取通知書等の交付を受けることについて異議が

ない場合は、当該施設において当該外国人に書類を交付して送達を行うことができ

る。

（注）送達を受けるべき者が収容される以前に居住していた住居地に、当該送達

を受けるべき者の親族が当該住居地に現に居住しているときは、当該住居地を

当該送達を受けるべき者の住居地とすることができる，（昭和52年1月31日

東京地裁判決、昭和53年3月14日東京高裁判決）。

ウ 住居地と認定できる場所がないとき

送達を受けるべき者に対して、居所や現在地において意見聴取通知書等を交付する

ことについて異議があるか確認し、異議がなければ意見聴取通知書等を交付し、異議

を申し立てた場合は、公示送達する。

送付送達

送達する意見聴取通知書等を送達を受けるべき者の住居地に郵送することで送達を行う。

2

（1）方法

原則として書留等（特殊扱いとされる郵便のうち、郵便の配達又は交付を記録する郵

便（書留、配達証明、内容証明、本人限定受取等をいう。以下同じ。））により送付す

る。

（注）特殊扱いとされる郵便とは、郵便のうち、郵便法第44条の規定によるもの（速

達の取扱いによる郵便を除く。）をいう。

（2）送達の完了

郵便物の差出しから配達までの記録が日本郵便においてなされるため、送達を受ける

べき者の住居地に配達された時（到達時）に送達が完了する。
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（3）手続

ア 「転送不要」の表示を行った上で、書留等により送付する。

イ 送付送達を行う場合は、送達を行う書類の名称、送達を受けるべき者の氏名、宛先

及び発送の年月日を記録し、通知書番号を付して送付台帳（適宜の様式のもの）を作

成する。なお、同一人に対し複数回送付を行う場合は、送付の度に新たな記録を行う。

（注1）書留等により送付送達を行う場合は、通常の取扱いによる郵便と異なり、記

録の作成が法律上義務付けられているものではないが、適正な送達手続を行う

ため記録の作成を行う。なお、通常の取扱いによる郵便をもって送付送達を行

う場合は、送達を行う書類の名称、送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送

の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない（入管法第61条

の8の2第3項）。

（注2）送付台帳は必要な項目が記載されていれば単一の台帳である必要はなく、在

留資格取消手続に係る進行管理簿（適宜の様式のもの）を作成した場合には、

当該管理簿と兼用して差し支えない。

ウ 送達を行う通知書の写しを作成し、書留により通知書を発送した際に交付される受

領証とともに、一連記録に編てつして保管する。

エ 意見聴取通知書等を発送した後は､ 日本郵便の郵便追跡サービスを利用して、書類

の配送状況を確認し、配達が確認された場合は、当該意見聴取通知書等の写しの欄外

に「○○○○年○○月○○日送付送達」と記載し、送達の完了を確認した者が署名又

は押印する。また、送付台帳に送達の完了を記載するとともに、送達の完了及び必要

な事項をFEISに入力する。

（注）可能な範囲で、インターネットによる日本郵便の郵便追跡サービスを利用する

こととし、配達完了画面を印刷して一連記録に編てつして保管する。

オ 宛先不明等の理由により、意見聴取通知書等が返送されてきた場合は、送付台帳に

返送の事実と返送を受けた日付を記載する。

（注）送付送達は、制度上、郵便（日本郵便（郵便事業株式会社）が扱うものを指

す。）又は信書便（民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項に規

定するもの）により行うことができるとされている（入管法第61条の8の2第

1項）。

通常の取扱いによる郵便（郵便のうち郵便法第44条の規定による特殊取扱い

とされる郵便（速達の取扱いによる郵便を除く。）以外のものをいう。）により

送達を行った場合は、その完了は、通常到達すべきであった時に送達があったも
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のと推定されるが、送達の事実がなかった等の反証がある場合、送達は完了しな

い。なお、「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便の事情と地理的

事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。

’ 交付送達

（1）方法

ア 原則

入国審査官又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地において、送達を受け

るべき者に意見聴取通知書等を交付して行う。

イ 前記ア以外の送達

3

(ア）出会送達（入管法第61条の8の2第4項）

送達を受けるべき者に異議がないときは、出会った場所その他の住居地以外の

場所において意見聴取通知書等を交付して行う。

(イ）補充送達（入管法第61条の8の2第5項第1号）

送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者本人に出会わない場

合、同居の者であって、送達を受けるべき者に受領した意見聴取通知書等を交付す

ることが期待できるものに意見聴取通知書等を交付して行う。

（注1）送達を受けるべき者の住居地以外の場所で補充送達を行うことはできな

い。

（注2）「同居の者」とは、必ずしも親族又は生計を一にしていることを要しな

い。

（注3）「交付をすることが期待できるもの」とは、意見聴取通知書等の送達の

趣旨を了解し、受領した意見聴取通知書等を送達を受けるべき者に交付す

ることを期待しうる能力を有する者をいい、必ずしも成年者であることを

要しない。

（注4）「送達を受けるべき者の住居地において、送達を受けるべき者本人に出

会わない場合」とは、現に送達を受けるべき者本人が当該住居地に居住して

いるものの、外出等不在のため出会わなかったときを指すのであり、補充送

達を行うためには､送達を受けるべき者が当該住居地に実際に膳住している
ことが前提となる。

(ウ）差置送達（入管法第61条の8の2第5項第2号）

送達を受けるべき者又は前記（イ）に規定する補充送達を受けられる者が、そ

の住居地にいない場合又はこれらの者が宛名の誤記等の正当な理由がなく意見聴
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取通知書等の受領を拒んだ場合に、当該住居地（玄関内、郵便受け等）に意見聴

取通知書等を差し置くことにより行う。

（注1）送達を受けるべき者の住居地以外の場所においては、差置送達を行わな

い。

（注2）差置送達を行った当該住居地が送達を受けるべき者の住居地でないこと

が明らかにiなった等の反証がある場合、差置送達は完了しない。

（注3）意見聴取通知書等の受領拒否の正当な理由がある場合とは、例えば、当

該意見聴取通知書等の宛名に誤記がある場合等である。

（注4）補充送達同様、差置送達を行うためには、送達を受けるべき者が当該住

居地に実際に居住していることが前提となる。

）手続

ア 送達を受けるべき者の住居地において交付送達（補充送達を含む。）を行う場合は、

あらかじめ送達を行う意見聴取通知書等の写しを作成し、送達を受ける者（補充送達

において本人に代わって送達を受ける者を含む。）に対し意見聴取通知書等の本信を

交付するとともに、写しの欄外に当該送達を受けた者の受領の署名及び受領の日付を

徴する。

イ 送達を受けるべき者の出頭を求めて出会送達を行う場合は、意見聴取通知書等の交

付のために出頭を求めるものであることを当該送達を受けるべき者に明示した上で出

頭させ、送達を行う意見聴取通知書等の写しを作成し、意見聴取通知書等の本信を交

付するとともに、写しの欄外に当該送達を受けた者の受領の署名及び受領の日付を徴

する。

住居地及び地方出入国在留管理官署以外の場所で出会送達を行う場合についても、

当該場所で意見聴取通知書等の交付をしようとするものであることを送達を受けるべ

き者に明示した上、異議がなければ同様に取り扱う。

ウ 意見聴取通知書等を受領した者が署名等を拒んだ場合は、交付を行った者がその旨

を意見聴取通知書等の欄外に日付とともに記載する。

エ 差置送達を行う場合は、あらかじめ送達を行う意見聴取通知書等の写しを作成し、

意見聴取通知書等の本信を差し置くとともに、送達を行った入国審査官又は入国警備

官は、差し置くこととした経緯及び当該住居地の状況等に係る「調査報告書」（別記

第4号様式）を作成しなければならない。

オ 交付送達（出会送達、補充送達及び差置送達を含む。）を行った場合は、意見聴取

通知書等の写しの欄外に「○○○○年○○月○○日交付送達（出会送達等の場合は

(2）
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「出会送達」等と記載）」と記載し、送達を行った者が署名又は押印した上で、一連

記録に編てつするとともに、送達の完了及び必要な事項をFEISに入力する。

4 公示送達（入管法第61条の8の2第6項）

送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、送付送達又は交付送達に代えて

公示送達をすることができる。

ただし、公示送達は難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の在留資格の取

消手続においては行うことができない。

（注）住居地が明らかでない場合とは、送達を受けるべき者の在留状況を勘案し、個々の

具体的事情から通常必要と認められる調査を実施しても、送達を受けるべき者の住居

地が判明しない場合をいう。

所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限

りの郵便又は信書便による送達が宛先不明で返戻されたこと等を理由として所要の調

査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じない（明治39.5.29行

判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判）。したがって、住居地等の調査を確実

に行わなければならない。

（1）方法

公示送達は、送達すべき書類の名称、送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその

意見聴取通知書等をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示

して行う（入管法第61条の8の2第7項）（別記第17号様式）。

（2）送達の完了

前記（1）の掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときにその意見聴取通知

書等の送達があったものとみなされる。

（3）手続

ア 住居地の調査

（ア）届出情報等の調査

在留資格取消手続及び各種の申請・届出の書類に記載された本人又は関係者の

連絡先等の調査を行い、必要に応じて公私の団体に照会を行う。

具体的な例としては、送達を受けるべき者が転出届（住基法第24条）を提出

していることが判明している場合、当該転出に係る転出証明書の記載について市

区町村に照会することなどが挙げられる。

（イ）実地調査

公示送達を行おうとする場合は、入国審査官又は入国警備官は、原則として、送
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達を受けるべき者の届出上の住居地又は事実上の住居地と思われる場所の実地調査

を行う。

なお、実地調査に当たっては、送達を受けるべき者や同居する者に出会うことを

想定し、意見聴取通知書等の交付送達を行うことができるよう準備をして調査に当

たるものとする。

(注)騨溌溌溌鰯羅灘蕊溌蕊灘擬蹴藩溌灘灘溌鴬蕊雛蕊
潤懸鰯灘繍鱸鰯鱗蕊鯛職溌豊蕊蕊溌溌騨i識蕊霧蕊溌胤擬

鰯職識溌蕊騨蕊鯛溌鰯鰯溌羅瀞瀧蕊輔灘灘溌溺澱溌
‘・蝋灘灘職職穂蕊難灘難蕊隠職職域瀧溌#蕊懲灘溌溌溌蝿篭

織織翻繍灘鱗雛識鵜識溌蕊溌蕊職輸蝋溌鍵蕊職農
（ウ）地方局長への報告

調査を行った入国審査官又は入国警備官は、「調査報告書」（別記第4号様式）

を作成し、地方局長に報告する。

イ 本庁への進達

地方局長は、送達を受けるべき者の住居地が明らかでないと判断したときは、公

示送達の実施について、送達を行おうとする意見聴取通知書等が保管されている部門

の名称を記載の上、以下の文書を添えて本庁（在留管理支援部在留管理課在留管理業

務室）まで進達する。

（ア）送達を行おうとする意見聴取通知書等の写し

意見聴取通知書等の本信はいつでも送達を受けるべき者に交付することができ

るよう、地方局において保管する。なお、意見聴取通知書等の日付、意見聴取通

知書の意見聴取期日及び場所、意見聴取担当入国審査官、在留資格取消通知書の

住居地欄及び出国期間等記載欄は送達の完了まで空欄とする。

（イ）送達を受けるべき者の住居地が明らかでないことを示す資料

（注）留意点

公示送達を開始しようとする時点で在留期限が近接しているために、取り消

そうとする在留資格の在留期限内に出国期間の期限を指定することができない

場合（法第22条の4第1項第3号から第10号までの規定により取り消す場

合に限る。）があることから、意見聴取通知書の公示送達（法第22条の4第

1項第3号から第10号までの規定により取り消す場合）に係る本庁進達につ

いては、事前に所要の調査を尽くした上で、原則として在留期限のおおむね3
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か月前（下記図参照）までに行うこと。

｜､週間｜］週間’
卜型

2週間 不法残留
一 一 一 一 一 一 一 ■■■Ⅱ■

↑

7日間’2丑間 2週|世11

本
庁
進
達

（
取
消
通
知
香
〉

在
留
資
格
取
消
決
定

公
示
送
達
終
了

出
国
期
間

出
国
期
間
経
過

取
り
消
そ
う
と
す
る

在
留
資
格
の
在
留
期
限

意
見
聴
取
日
（
不
出
頭
）

公
示
送
達
開
始

公
示
送
達
終
了

公
示
送
達
開
始

本
庁
進
達

（
意
見
聴
取
通
知
書
）

ウ 公示送達の完了（入管法第61条の8の2第8項）

法務省の掲示場に掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日をもって公示

送達が完了し、意見聴取通知書等の送達があったものとみなされる。

公示送達が完了したときは、本庁（在留管理支援部在留管理課）は公示送達を進

達した地方局に対し公示送達の完了を通知する。

通知を受けた地方局は、意見聴取通知書等に以下のとおり公示送達の完了の日付

等を記入し、本庁からの通知文書とともに一連記録に編てつし、送達の完了及び必要

な事項をFEISに入力する。

○ 意見聴取通知書

日付欄…公示送達完了の日付

意見聴取を行う期日及び場所欄…公示送達完了の日付から2週間後の期日及び

意見聴取を行う官署

意見聴取担当入国審査官欄…意見聴取を行うこととされている入国審査官の氏

名

○ 在留資格取消通知書

住居地欄…不詳

出国期間欄…公示送達完了の日付から起算して7日目の日

条件欄･･･住居欄については「現在地」、行動範囲については「現在地のある都道

府県及び最寄りの出国港までの順路による通過経路」

エ 公示送達手続中に送達を受けるべき者の所在が判明した場合の取扱い

公示送達手続中に、送達を受けるべき者が出入国在留管理官署に出頭した場合等、

送達を受けるべき者を発見又は送達を受けるべき者の住居地を把握した場合は、速や

かに意見聴取通知書の送達若しくは通知又は在留資格取消通知書の送達を行う。

なお、送達を受けるべき者が自局の管轄外で発見された場合は、在留資格取消手
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続を管轄する地方局の長の依頼により、送達を受けるべき者の所在地を管轄する他の

地方局の入国審査官又は入国警備官が送達を代行することができる。

意見聴取通知書等の送達が完了したとき又は意見聴取通知書の通知を行ったとき

は、地方局長は直ちに本庁（在留管理支援部在留管理課在留管理業務室）にその旨を

報告し、公示送達手続を中止する。

第3 意見聴取通知書の送達

第3節第1の3に定める意見聴取通知書の送達は、原則として以下の手順による。

1 送付送達

意見聴取担当入国審査官は、第3節第1の3に従って意見聴取通知書を作成し、本節第

2の2に従って、送達を受けるべき者の住居地に送付送達を行う。なお、必要と認める場

合は、電話連絡等により送達を受けるべき者の住居地を確認するなどし、送達が完了しな

いときは、複数回の送付を行う。

2 交付送達

（1）前記1にかかわらず、必要と認めるときは、送達を受けるべき者の出頭を求め、又は

送達を受けるべき者の住居地その他の場所に赴いて交付送達を行う。

なお、送達を受けるべき者の住居地以外の場所で出会送達を行う場合は、あらかじめ

意見聴取通知書の交付をしようとするものであることを明示した上で行う（本節第2の

3（2）イを参照。）。

（2）前記1により送付送達したものの、宛先不明等により送達が完了しない場合において、

送達を受けるべき者を発見したとき（地方出入国在留管理官署への出頭（出入国港での

出国手続を含む。）、実地調査又は摘発等による。）は、可能な範囲で、速やかに交付

送達（出会送達及び差置送達を含む。）又は通知を行う（通知を行う場合の具体的取扱

いは第3節第1の3（3）参照）。

3 公示送達

地方局長は、意見聴取通知書の送達を受けるべき者の住居地が明らかでないと判断した

ときはく前記第2の4に従い、意見聴取通知書の公示送達の実施について必要な手続を執

る。

（注）公示送達の実施について本庁に進達するに当たっては、住居地が明らかでないこと

の立証資料のみならず、取消事由があることを裏付ける立証資料を準備することに留

意する。

第4 在留資格取消通知書の送達

第4節の2に定める在留資格取消通知書の送達は、原則として以下の手順による。
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1 出頭通知による出会送達

在留資格の取消しを決定した場合は、送達を受けるべき者に対し「出頭通知書」（別記

第13号様式）を書留等により送付し、又は電話連絡によって出頭を求め、在留資格取消

通知書を出会送達する。

なお、電話連絡する場合は、意見聴取の結果を告知するために出頭を求めるものである

ことを告げる。

出頭通知書が宛先不明又は受領拒否等の理由により返送された場合は、電話連絡等によ

り送達を受けるべき者の所在を確認するなどして、改めて出頭通知を行うものとするが、

必要と認める場合は、後記2の送付送達手続を執る。

（注）出頭通知書の送付は入管法第61条の8の2に規定する送達手続には当たらないた

め、送付先は送達を受けるべき者の住居地に限定されない。

なお、書留等で送付することによって、郵便物の受領を確認することができるた

め、送達を受けるべき者が出頭しない場合であっても、その住居地について一定の端

緒を得ることができ、事後の手続の参考となる。

2 送付送達

入管法第22条の4第1項第3号から第10号まで（第5号については同条第7項ただ

し書による場合を除く6）に規定する取消事由に係る在留資格取消処分に関し、前記1に

より出頭通知を行ったものの、送達を受けるべき者が出頭しない場合又は地方出入国在留

管理官署内における交付送達に異議がある場合は、送達を受けるべき者の住居地に対し送

付送達を行う。

なお、入管法第22条の4第1項第1号、第2号又は第5号（同条第7号ただし書によ

る場合に限る。）に規定する取消事由に係る在留資格取消処分に関しては、後記3の

（注）による。

3 送達を受けるべき者の住居地等における交付送達

前記2までの手続によっても在留資格取消通知書の送達が完了しない場合、入国審査官

又は入国警備官が送達を受けるべき者の住居地に赴いて交付送達（補充送達及び差置送達

を含む。）を行う。

また、送達を受けるべき者の住居地が判然としない場合は、公示送達手続を想定した実

地調査を併せて実施する。

（注）入管法第22条の4第1項第1号、第2号又は第5号（同条第7項ただし書による

場合に限る。）に該当するものとして在留資格取消通知書を送達するときは、必要に

応じて入国審査官と入国警備官が共に送達を受けるべき者の住居地に赴いて送達を行
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うものとする。

4 公示送達

地方局長は、前記3までの手順によっても在留資格取消通知書の送達が完了しない場合

であって、在留資格取消通知書の送達を受けるべき者の住居地が明らかでないと判断した

ときは、前記第2の4に従い、在留資格取消通知書の公示送達の実施について必要な手続

を執る。

なお、意見聴取通知書が公示送達された場合であって、被聴取者が意見聴取の期日に出

頭せず、引き続きその住居地が明らかでないと判断される場合は、直ちに住居地の調査を

開始し、在留資格取消通知書の送付送達等を行うことなく、公示送達することとして差し

支えない。

（注）在留資格取消通知書の公示送達の実施について本庁に進達するに当たっては、住居

地が明らかでないことの立証資料のみならず、取消事由があることを裏付ける立証資

料を準備することに留意する。

第5節 特則・その他

第1 退去強制手続中の者に対する取消しの特則

地方局長は、既に退去強制手続中の者が在留資格取消対象者であるとの報告（第2節第

1の1（1））を受けた場合は、退去強制手続の進捗状況（退去強制令書の発付事実等）

を考慮し、在留資格取消手続を執るか否かを判断する。

同様に、既に在留資格取消手続が開始されている者が退去強制事由に該当し、退去強制

手続が開始されることとなった場合についても、在留資格取消手続を継続するか否かを判

断する（第4節第5を参照。）。

（注)聯
鯉鰯慰撫繍磯

蝿

溺職翻婚繩溌澱懲螺識蒲翻鰡勘嫌轆蝋撫

雛§灘
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蕊鰯

議鱒藷

畷潔灘擬 溌鰯鵜

ｆ
脾
Ⅲ
眠
』

1 意見聴取手続の実施

在留資格の取消手続を開始又は継続する場合には、速やかに必要な手続を進め、意見聴

取手続を実施し、在留資格の取消しの可否について決定する。

特に、在留資格取消対象者が収容令書によって収容中である場合は、収容期間等を考慮

し、警備、違反審査、審判等の関係各部門と緊密に連絡を取り、退去強制手続に支障が生

じないように速やかに手続を進める。

2 在留資格の取消しの可否について決定した場合の措置

（1）入管法第22条の4第1項第1号、第2号又は第5号（同条第7項ただし書による場

合に限る。）に該当するものとして、在留資格を取り消すことを決定した場合は、在留

資格取消決定連絡書により関係部門に連絡する。

取消対象者が収容されている場合は、関係部門と調整の上、速やかに在留資格取消通

知書の交付送達等を行う。この場合における送達すべき場所については、刑事施設に収

容されている場合に準ずる（第4節の2の第2の1（2）イ参照）。

在宅調査中等、取消対象者が収容されていない場合は、在留資格取消通知書の送達に

ついて関係部門と調整を行う。

（2）入管法第22条の4第1項第3号から第10号まで（第5号については、同条第7項

ただし書による場合を除く。）のいずれかに該当するものとして、在留資格を取り消す

ことを決定した場合は、現に退去強制手続中の警備、違反審査又は審判のいずれかの部

門に「在留資格取消決定連絡書」（別記第15号様式）により連絡するにとどめ、送達

手続を保留し、退去強制手続を優先させる。

なお、関係部門において行っている退去強制手続を「容疑なし」、「容疑不十分」又

は「放免」等により終局処分とするときは、事前に連絡してもらうよう依頼しておき、

当該連絡があった場合には、速やかに当該外国人に対し在留資格取消通知書の送達を行

う。

（3）在留資格を取り消さないことを決定した場合は、現に退去強制手続中の警備、違反審
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査又は審判のいずれかの部門へその旨連絡するとともに、時機を調整の上、当該対象者

に対し、第4節第2の1に従い通知する。

第2 刑事手続中の者に対する取消しの特則

1 意見聴取手続の実施

（1）在留資格取消対象者が刑罰法令違反等により勾留等されている事実が判明した場合は、

当該外国人に係る刑事手続の状況、釈放（仮釈放、仮退院を含む。）の日及び意見聴取

手続に係る利害関係人、代理人の参加意思等を考慮し、刑事手続の状況に応じて検察官

及び在留資格取消対象者が勾留等されている機関と調整した上で、意見聴取手続の期日

を決定し、可能な限り勾留等、当該外国人の身柄が拘束されている期間中に意見聴取手

続を実施する。

（2）在留資格取消対象者の勾留等、当該外国人の身柄が拘束されている期間中に意見聴取

手続を行うことができない場合は、身柄の釈放後、速やかに意見聴取手続を実施する。

2 在留資格の取消しの可否について決定した場合の措置

（1）入管法第22条の4第1項第1号、第2号又は第5号（同条第7項ただし書による場

合に限る。）に該当するものとして、在留資格を取り消すことを決定した場合であって、

当該外国人が現に退去強制事由に該当せず、退去強制手続が執られていない場合は、在

留資格取消通知書を送達した後に、入管法第24条第2号の2又は第2号の3該当容疑

者として、退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報する。

この場合において、在留資格取消通知書の送達は、可能な限り勾留等、当該外国人の

身柄が拘束されている期間中に行うものとする。

また、旅券等に記載されている証印への取消(CANCELLED)印の押印、在留カードの

返納等の必要な措置をするに当たり、その旅券、在留カード等が押収等されている場合

は、可能な範囲で、押収等をしている関係機関の協力を求め、また、配偶者等の関係者

が当該旅券、在留カード等を所持しているときは、親族、代理人等に旅券等の持参を求

めるなどして必要な措置を執るように努める。

（2）入管法第22条の4第1項第1号、第2号又は第5号（同条第7項ただし書による場

合に限る。）に該当するものとして、在留資格を取り消すことを決定した場合であって、

当該外国人が現に退去強制事由に該当するものとして退去強制手続が執られており、釈

放時に当局に身柄が引き渡されることが見込まれる場合には、前記第1の2（1）に準

じて措置する。

（3）入管法第22条の4第1項第3号から第10号まで（第5号については同条第7項た

だし書による場合を除く。）のいずれかに該当するものとして、在留資格を取り消すこ
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とを決定した場合であって、当該外国人が現に退去強制事由に該当するものとして退去

強制手続が執られており、釈放時に当局に身柄が引き渡されることが見込まれるときは、

前記第1の2（2）に準じて措置する。

（4）入管法第22条の4第1項第3号から第10号まで（第5号については同条第7項た

だし書による場合を除く。）のいずれかに該当するものとして、在留資格を取り消すこ

とを決定した場合であって、当該外国人が現に退去強制事由に該当せず、退去強制手続

が執られていないときは、身柄の釈放後に在留資格取消通知書の送達を行う。

｜本庁報告

地方局長は、在留資格を取り消した事案について、「在留資格取消処分状況報告書」

（別記第19号様式）により、在留資格取消手続を終了（取り消さない決定又は終止）し

た事案について「在留資格取消手続終了報告書」（別記第19号の2様式）により、1か

月分を翌月末日までに出入国在留管理庁長官へ報告する。

” その他

在留資格の取消手続と在留関係の諸申請が同時に進行している場合の取扱い

（1）在留資格変更又は在留期間更新の許可の申請

在留資格取消しの処分後に当該申請に係る処分を行う（入管法第22条の5の規定に

より行われる申請を除く。第4節第1の3（2）を参照。）。

ア 申請を許可する場合

審査の結果、在留資格変更又は在留期間更新の許可の決定をしたとき又は請訓若

しくは進達の結果許可すべき旨の通知を受けたときは、在留資格の取消手続について、

第4節第2の1（在留資格を取り消さないことの通知）の措置を執った後に、在留資

格変更又ば在留期間更新の許可処分を行う。

イ 申請を不許可とする場合

不許可の決定をしたとき又は請訓若しくは進達の結果不許可とすべき旨の通知を

受けたときは、在留資格取消通知書の送達を行った後に、在留資格変更又は在留期間

更新の不許可処分を行う。

ただし、申請の内容から、地方局長が不許可と決定することが相当と認める場合

であって、不許可処分に伴い出国が見込まれ、かつ出国させることが相当と認められ

るときは、不許可処分の通知を行い、申請人の単純出国をもって、在留資格の取消手

続を終止することができる。

なお、入管法第22条の4第1項第1号、第2号又は第5号（同条第7項ただし

書による場合に限る。）に該当するとして在留資格を取り消すことを決定した場合で

第3

第4

1
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あって、在留資格取消通知書の送達後、入国警備官に身柄の引渡しを行う必要がある

ときは、送達の時機等について警備部門と調整する。

（2）再入国許可の申請

第10編第7章に規定するところにより申請の許否を決定する。ただし、意見聴取を

終了しているときは、直ちに在留資格の取消しの可否を検討し、在留資格を取り消す決

定をした場合は、申請を不許可とし、在留資格取消通知書の送達を行う。

なお、既に意見聴取通知書の送達又は通知を受けて在留資格取消手続中にある者につ

いては《入管法第26条の2に規定するみなし再入国許可の対象とはならない。

（3）永住許可の申請

在留資格の取消しに係る手続と永住許可に係る審査を同時に進め、取消しに係る処分

を先行して行い、先に取消処分の決定を行った上で申請に係る処分を告知する。

2 再入国許可による出国又は上陸申請があった場合の取扱い

在留資格の取消手続中の者等から再入国許可による出国確認又は上陸の申請があった場
．。

合は、以下の一覧表のとおり措置する。

意見聴取通知書の

作成後、送達の手

続が完了していな

い者

意見聴取手続中の 在留資格取消決定後

者 に取消通知書の送達の

手続が完了していない

者

再入国許 法第22条の4第1

可による 項第1号、第2号又

出国確認は第5号（同条第

申請時 7項ただし書によ

る場合に限る。）

該当者

第1章第3節第1特段の措置は執ら出会送達が可能であれ

の3（3）に従っ ない ぱ、送達の上、警備部

て口頭で通知す 門へ通報

る。 公示送達中の者につい

ては、公示送達中であ

る旨及び公示送達完了

後の再入国許可による

入国はできない旨伝達

の上、出国確認する。

その他の場合は、出国

確認する。

’

1
1

1

’
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出会い送達が可能であ

れば、出国期間を指定

の上で送達(注①）

公示送達中の者につい

ては、公示送達中であ

る旨及び公示送達完了

後の再入国許可による

入国はできない旨伝達

の上、出国確認する。

その他の場合は、出国

確認する。

法第22条の4第1

項第3号から第10

号まで（第5号に

ついては同条第7

項ただし書による

場合を除く。）の

該当者

『

みなし再

入国許可

による出

国確認申

請時

出会送達が可能であれ

ば、送達の上、警備部

門へ通報

送達が完了せず、再入

国許可申請に及ぶとき

は、不許可処分とし、

事後速やかな送達に努

みなし再入国許可

の対象とならない

こと、再入国許可

申請を行うことは

可能である旨案内

第3節第1の3

（3）に従って口

頭で通知する。

当該通知によって

みなし再入国許可

の対象とならない

ので、再入国許可

申請を行うことは

可能である旨案内

する。

法第22条の4第1

項第1号、第2号又

は第5号（同条第

7項ただし書によ

る場合に限る。）

該当者 する。

める。

出会送達が可能であれ

ば、出国期間を指定の

上で送達（注①）

送達が完了せず、再入

国許可申請に及ぶとき

は、不許可処分とし、

事後速やかな送達に努

法第22条の4第1

項第3号から第10

号まで（第5号に

ついては同条第7

項ただし書による

場合を除く。）の

該当者

める。

特別審理官へ引き

渡す（注②）

特段の措置は執ら

特別審理官へ引き渡

す（注③）

上陸許可後、直ちに出

会送達が可能であれ

特別審理官へ引き

渡す（注②）

上陸許可後、第3

節第1の3（3）に

再入国許 法第22条の4第1

可（みな 項第1号該当者

し再入国 法第22条の4第1

許可を含項第2号又は第5号 ない
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（同条第7項ただし従って口頭で通知

書による場合に限する

る。）該当者

む。によ

る上陸申

請時

ば、送達の上、警備部

門に通報

送達が完了しないとき

は、事後速やかな送達

に努める。

上陸許可後、直ちに出

会送達が可能であれ

ば、出国期間を指定し

た上、在留資格を取り

消す。

送達が完了しないとき

は、事後速やかな送達

に努める。

法第22条の4第1

項第3号から第10

号まで（第5号に

ついては同条第7

項ただし書による

場合を除く。）の

該当者

(注）①① 出国の際に在留資格取消を通知の上、出国期間等指定を行った場合は、当該外国人

に対し、いわゆる単純出国として取り扱うので、次回入国の際には新たに査証を取得

する必要があることを伝えなければならない。

② 引渡しを受けた特別審理官は、口頭審理において、所持する旅券と申請人との同一

性に係る確認を行うとともに、上陸拒否事由該当者であることを偽って上陸許可を受

けたことが確定できない場合には、法第10条第8項に基づき、再入国許可による上陸

を許可するものとする。

なお、現に上陸拒否事由に該当するものであることが判明した場合は、上陸審判手

続を執る。

③ 引渡しを受けた特別審理官は、上陸許可をすることなく、直ちに出会送達が可能で

あれば、送達の上、法第24条第2号の2該当容疑者として警備部門へ通報し、身柄を

引き渡す。送達が完了しない場合で、入管法第7条第1項第1号又は第4号の上陸条

件に適合しないことが判明したときは、上陸審判手続を執る。
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第2章 その他の取消し

第1節 再入国の許可の取消し

第1 対象

既に再入国の許可を受けている者について、その有効期間中に､引き続きその許可を与

えておくことが適当でなくなった場合で、その者が本邦にある場合に限り、再入国の許可

を取り消す（入管法第26条第7項）。

引き続きその許可を与えておくことが適当でなくなった場合とは、出国中に我が国の外

交上の利益その他の国益を害する行為を行ったことがあり、若しくは将来行うことが危倶

され、又は現時点で再入国許可の申請を行ったとすれば再入国が許可されないであろうと

認められるなど、再入国の許可を引き続き与えておくことが適当でないと認められる場合

をいう。

なお、再入国許可を取得した後、在留資格該当性を喪失した外国人が上陸申請してきた

場合は、入管法第7条第1項第1号及び第4号に適合しているかどうかを審査し、適合し

ていると認定したときは上陸許可することとなる（第6編第2章第2節第7の4参照）。

おって、再入国の許可を受けている外国人に対し、在留資格の変更を許可する場合におい

て、引き続き再入国の許可を与えておくことが適当でないと認められるときは、第10編

第4章第6節による。

第2 取消手続

1 再入国の許可の取消しは､ 再入国の許可を与えた地方出入国在留管理局長に限らず、そ

の他の地方出入国在留管理局長も行うことができる。

2 再入国の許可の取消しは、「再入国許可取消通知書」（施行規則別記第44号

様式）を交付するとともに、その者が所持する旅券に押された再入国許可の証印に失効

(CANCELLED)印を押印し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させて行う。

この場合において、取消通知書を受領した者が出頭しないため許可証印の抹消又は再入

国許可書の返納を実現することができないときは、出国の際など適宜の機会にこれを行う。

3 数次再入国許可の取消しと同時に新たな一次有効の再入国許可をするときは、処分取消

通知書の交付と同時に新たな許可に係る再入国許可書の交付又は旅券等への証印を行う。

－72－



第10編の2 在留資格の取消し等

4 取消しを行ったときは、処理要領集に定めるところにより、「再入国許可取消しデータ

シート」を作成し、本庁あて送付する。

5 再入国許可取消通知書を交付する際は、第10編第1章第4節第2の11の規定に準じ、

取消対象者に対して取消訴訟の提起に関する事項の教示を行う。

第2節 数次入国杳証の取消し

第1 在留資格の変更等に伴う取消し

地方局等又は出張所の長は、有効な数次入国査証を所持する外国人の在留資格を抹消

したときは、当該外国人が所持する査証を取り消す。

第2 不許可処分に伴う取消し

1 本庁への進達

地方局等の長は、有効な数次入国査証を所持する外国人からの在留審査関係諸申請につ

いて不許可の決定をした場合又は不許可意見を付す請訓案件に関し、引き続き当該数次査

証を所持させることが適当でないと判断する場合は、数次入国査証の取消しの可否につい

て出入国在留管理庁長官に進達する。

2 地方局等への進達

出張所の長は、専決により不許可処分とした案件又は不許可意見を付す進達案件に関し、

引き続き当該査証を所持させることが適当でないと思料するときは、地方局等の長に数次

入国査証の取消しの可否について進達する。

3 進達の方式

（1）専決案件

地方局等又は出張所の長は、専決することのできる案件に伴うものについては、進達

に当たって次の事項を報告する。

ア 国籍・地域、氏名、性別及び生年月日

イ 入国・在留の目的

ウ 処分の内容

エ 取消しを必要とする理由

オ 査証区分、番号及び入国目的

力 査証の有効期間

キ 査証の発給公館名

ク 査証の発給年月日
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（2）進達案件

進達を要する案件に伴うものについては、当該案件に係る意見書の意見欄に「査証取消

し進達」と付記するとともに、経緯記載欄に（1）のエからクに掲げる事項を記載する。

第3 取消手続

1 数次入国査証の取消しを行うときは､ 査証取消処分告知書（外務省領事局外国人課から

送付を受け地方局等に配付している様式）を交付し、受領書（別記第20号様式）を徴

したうえ、旅券等の上の査証に失効(CANCELLED)印を押印するとともに、「外務大臣の依

頼により上記に対する 年 月 日（処分年月日）同大臣の取消処分告知書を交

付した」旨記載するとともに、処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

前記手続を了したときは、告知書番号、氏名、国籍・地域､･生年月日、性別及び取消事

由を記し、告知書（写し）、受領書(正本)及び取り消した査証頁（写し）を添えて本庁出

入国管理部出入国管理課に報告する。同課は外務省あて当該告知書及び受領書等を転送す

る。

査証の抹消は、本人の出頭を求めて行う。2

擬翻溌騨総職辮繍灘轆繍溌灘雛蝿瀞撚調磯議瀞蕊認溌轤(注）

第3節 その他

特例上陸許可の取消し

第6編第4章第1節第2参照。

在留資格認定証明書の取消し

第9編第2章第6節参照。

資格外活動許可の取消し

第10編第2章第4節参照。

第1

第2

第3
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第3章 様 式

移管書

在留資格取消対象者に係る端緒報告書

（削除）

調査報告書

意見聴取通知報告書

不許可通知書

意見聴取調書

領置調書・目録書

領置物件還付請書

所有権放棄書

意見聴取調書（代理人）

意見聴取報告書

出頭通知書

通知書

退去強制事由該当容疑者通報書

在留資格取消決定連絡書

条件変更申出書

公示送達書

誓約書

在留資格取消処分状況報告書

在留資格取消手続終了報告書

受領書

利害関係人呼出状

在留資格取消手続の流れ

鍵識

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第7号様式

別記第8号様式

別記第9号様式

別記第10号様式

別記第11号様式

別記第12号様式

別記第13号様式

別記第13号の2様式

別記第14号様式

別記第15号様式

別記第16号様式

別記第17号様式

別記第18号様式

別記第19号様式

別記第19号の2様式

別記第20号様式

別記第21号様式

別記第22号様式

参 考 様 式

旬 F

一 i、 －



別記第1号様式

管 第

年 月

号
日

支局）長 殿出入国在留管理局（

支局）長出入国在留管理局（

移 管 書

0編の2第1章第1節第7の2の規定に基づき、下記の者入国・在留審査要領第10編の2第1章第11

の在留資格取消案件を貴局（支局）に移管する。

記

1 国籍・地域

2 氏名・性別

3 生年月日

4 在留資格取消事由

出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号

備考

ED番号又は在留資格取消台帳登載番号

添付物

在留資格取消関係資料 1式

I



別記第2号様式

在留資格取消対象者に係る端緒報告書

年 月

画
■
一

出入国在留管理局 （ 支局）長 殿

出入国在留管理局 支局

部門（出張所）

（官職）

下記の者は、出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号に

該当すると思われるので報告する｡

記

国籍・地域

氏名・性別 （ 男 ・ 女）

（生年月 日 年 月 日 歳）

住 居 地

在留資格

在留期間

在留期限

事実の要旨

添付 資 料

1 電話記録書

2 面接記録書

3 供述調書

4

備 考

部
部

部
部



別記第4号様式

調 査 報

生口 聿自

年 月 日

出入国在留管理局長 殿

出入国在留管理局

（官職）

部門（出張所）

印

在留資格取消対象者である下記の者について調査した結果を報告する。

第 号在留資格取消台帳番号

域
別

日

籍
名

年

取
消

対
象

者

地
性

月

国
氏

生

(男・女）

年 月

■
■
一

（ ）在留資格（期間）

在 留 期 限 年 月 目

結 果査調



別記第5号様式

意 見 聴 取 通 知 報 告 書

年 月 日

支局

出張所）

殿

出入国在留管理局

部門（

（官職）

出入国在留管理局

部門（

（官職）

支局

出張所）

下記の者に対し、出入国管理及び難民認定法第22条の4第3項ただし

書の規定に基づく意見の聴取の通知を行ったので報告する。

記

1 在留資格取消対象者

国籍・地域

氏名・性別 （ 男 ・ 女）

生 年 月 日 年 月 日 （ 歳）

住居地

在 留 資 格

在 留 期 間

在 留 期 限

意見聴取期日・場所

年 月

通知をした日・場所

年 月

その他

2

｜■■一

3

面
■
一

4



I

別記第6号様式 番 号

年 月 日 年 月 日
Year Month Date

不 許 可 通 知 書
NOTICE OF DISAPPROVAL

殿

To Mr./Ms

あなたから申出・申請のあった、下記の者の在留資格の取消手続に係る

（ 年 月 日付）については、

申出・申請の理由等を総合的に判断した結果、これを認めるに足りる理由がなく、

不許可と決定したので、通知します。

Your application for the procedures of a revoCation of the status of residence of the following person

(reCeived on ) was disapproved owing to insufficient grounds,

as a result of a comprehensive decision made based on the reasons given in your application

記
Description

1 在 留 資 格 取 消 対 象 者
Subject of Revocation of Stams of Residence

（1）氏名・性別
Name / Gender

（2）生 年 月 日
Date of Birth

（3）国籍・地域
Nationality / Region

2 不許可の理由
Reasons fbr Disapproval

※

(注）※には不許可を通知する者の職名を記入するものとする。



別記第7号様式

ﾗ毒 見』耳恵 耳文 司司 書書

(件名）出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号の該当性に係る意見聴取

国籍 ・ 地 域

住居（居住）地

業職

こと

在留資格取消対象者 (男・女）

日生（当 歳）年 月



別記第7号の2様式

!’



別記第8号様式

口
領置調書･目録書

RECORD LIST OF OFFICIAL RETENTON

年 月、 日

Year Month Date

殿

To Mr./Ms

出入国在留管理局（ 支局 出張所）

Regional lmmigration Services Bureaau ( Branch Office)

意見聴取担当入国審査官 印

Hearing OfBcial, Immigation O伍c釘

に対する出入国管理及び難民認定法第22条の4の規定に基づく意見聴取に関
し、 年 月 日、 において､次の者が任意に提出した下記の物
件を領置したので､領置するとともに目録を交付します。

Pursuant to the Provisions of Articlc 224 of the lmmigration-Con杜ol andR敏ilg"-ReCoglition AcL with regard to the hearing of

, the itans below, voluntarily submitt" by the fbllowmg pason, at
wae retamed and aｪ℃listed as mllows.

下記の物件を任意に提出します。I voluntarily submit the fbllowing itms

住所Domicile提出者の住所及び氏名
Domicile and Name of Subminer

提出者署名Submitta's Signamre

目 録 IList

所有者住所
Owner's Dnmicile

所有者氏名
Ownefs Name

品名

Items

数量

Quantity

備 考
R emafkR

番号

Ninmber

1

ロ

3

41

5

6

7

8

9

10



別記第9号様式

年 月
Year Month

日

Date

領置物件還付請書
RECEIPT OF RETURN OF RETAINED ITEMS

出入国在留管理局（ 支局 出張所）
Regional lmmigration Services Bur℃au( Branch

意見聴取担当入国審査官 殿

OEce)

To the Hearing Official, ImmigIation OiYYcer

に対する在留資格取消し事案に関する下記領置物件の還付を受
け､正に受領しました。

I confiml r℃ceipt of the retum of the fbllowing retained items related to the revocation of the status of residence of

住所：
Domicile

氏名：
Name

数量

Quamntity

品名

Items

番号
Number

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



別記第10号様式

年 月 日

DateYear Mondh

所有権放棄書
WAIVER OF OWNERSHIP

出入国在留管理局（ 支局 出張所）
Regional lmmigration Services Bureau ( Bmnch

意見聴取担当入国審査官 殿
To the Hearing Omcial, Immigmtion Oifcer

OffIcc)

領置中の下記物件の所有権を放棄します。

I waive ownership of the fbllowing items.

住所：
Domicile

氏名

Name

備 考差出人

Sl]hmitter

品名

Item g

番号
Number

数量

Quantity Rem aT1kg

II

2

3

41

5

6

7

8

9

IIO



別記第11号様式

ﾌ毒見望耳志耳文言周害 (ｲｰﾋｺ王里人）

国（本）籍・地域

氏 名 ・ 性 別

(男・女）

日生（当 歳）年 月’生 年 月 日

国l”

栗職

住居（居住）地

ノ



別記第11号の2様式

。

'



別記第12号様式

年 月 日

出入国在留管理局長 殿

出入国在留管理局 支局
審査部門(出張所）

入国審査官 印

意見聴取報告書

月 日、 人

終了したので,下記のとおり報告します。
記

1意見聴取実施日

に対する意見聴取を

2意見聴取担当入国審査官

3意見聴取担当入国審査官意見

4被聴取者等の主張

5被聴取者等の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断



番 号
Number

別記第13号様式

出 頭 通 知 書

NOTICE OF APPFARANCE

殿

To Mr./Ms

あなたの在留資格取消手続について、結果をお知らせしますので、

月 日 時に下記のものを持参の上、当部門（出張所）

に出頭してください。

なお、やむを得ない理由により同期日に出頭できないとき又は住居地における

送達を希望するときは、事前にその旨を連絡してください。

T11e result of the decision mr the procedures of revocation of your stams of r己sidence will be notified to you .

You are requeSted to bring the specified items listed below and appear at designated offIcc on

If fbr some compelling reason you are unable to apPear at the ofHcc on the given day, if you would lke the rEsult

to be saved on you at your address, you must contact ile oHice in advance.

記

Descniption

旅 券

PasSport

在留カード

Residence Card / Alian Regisration Certificate

領置調書・目録書（交付を受けている場合）

Record List of Official Retention (where applicablc)

こ の 通 知 書

This notiCe

1

2

3

4！

年 月 日

Year Month Date

出入国在留管理局 部門（出張所）

Section (OHice)Regional lmmigration Services Bureau

電 話 番 号

Telephone Number
に

(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4番又は葉書大とする。



別記第13号の2様式
番 号

年月日
Date

年
坤 月

Mondl

日
恥

通 知 書

NOTIcE

殿

To Mr./Ms

下記 の 者 の 在 留 資 格 を 取 り 消 さ な い こ と と した の で、

出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の14の規定に基づき

通知します。

Pursuant to the provisions of Article 25- 1 4 of the lnnnigatiom-Control and Refilgee-Recognition Act Enfbr℃ement

Regulations, I hereby notib you that a decision has b"n made not to 1℃voke the stams of residence of the fbllowing

person･

記

Description

1 氏 名 ・性 別

Name / Gender

2 生 年 月 日

Date of Birth

3 国 籍・地 域

NatiOnality / Region

4 住 居 地

A ddress

※

(注）1※には取り消さないことを通知する者の職名を記入するものとする。

2用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。



別記第14号様式

事 務

年

連
月

絡
日

部門首席入国警備官 殿

審査部門

首席審査官

退去強制事由該当容疑者通報書

下記の者は､出入国管理及び難民認定法第24条第2号の に該当すると思われるので通報し

ます。

記

1 国籍･地域

2 氏名・性別

3 生年月日

4 在留資格取消事由

出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第

5 在留資格取消通知書送達日

年 月 日

号

6 取り消した在留資格

7 そ の 他



－

別記第15号様式

事 務

年

連
月

絡
日

部門首席入国警備官 殿

審査部門

首席審査官

在留資格取消決定連絡書

下記の者について､出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第

在留資格を取り消すことを決定したので連絡します。

号に該当するものとして

記

1 国籍･地域

2 氏名･性別

3 生年月日

4 在留資格取消事由

出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号

5 取り消すこととした在留資格

6 そ の 他



～ _一

別記第16号様式

年 月 日

DateYear Mondn

出入国在留管理局長 殿

To the Director General of the _ _ Regional lmmigration Services Bureau

国籍・地域
N81innHnw/Region

氏 名
Name

生 年月 日
Date of Birdl

性 別
Gender

条件変更申出書
APPLICATION FOR CHANGES OF CONDmIONS

在留資格取消通知書の7及び8に記載された条件に関しく下記事項について変更を申し出るので､承認願います。

With regard to the conditions impos" on me, written in 7 to 8 ofthe Notice of Revocation of the Status of Residence, I hereby rquest

pamission fbr the ibllowmg changes.

記Description

l変更を希望する項目(該当項目にチェックする｡) Items that You Wish to Change (Check the appromiate boxes.)

口 指定住居Designa"d Domicile

口 行動範囲Field of AcMvities

□ その他 （
Others

）

2現在の条件PreSent Conditions

3変更を希望する内容Requested Changes

「
一

4変更を希望する理由Reasons fbr Requested Changes



別記第17号様式
入管庁管第○○○○号
令和 年 月 日

公 示 送 達 書

下記の書類の送達を受けるべき者の住居地が明らかでないため、出入国管理及び難民認定法第61条の8の2第6項の規定により公示送達します。
なお、下記の書類は、保管官署の欄に記載の官署に保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付します。

法務大臣

記

保管官署送達する書類の名称送達を受けるべき者の氏名

ー

’

(注意）
出入国管理及び難民認定法第61条の8の2第8項の規定により、この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があっ

たものとみなします。



－ － 一

訓
1

別記第18号様式

堂
＝ 約 書

殿

私は、出入国在留管理庁の事務遂行に伴い通訳を行うに当たり、次の事項
■

を遵守することを誓約します。

1 通訳の正確性の確保

通訳の際には、良心に伴い正確かつ誠実に通訳・翻訳することとし、何

事も隠さず、また何事も付け加えません。

2 陳述の任意性の確保

出入国在留管理庁職員が通訳を依頼した以外の内容を相手方に伝えるこ

とはしません。

3 秘密の厳守

通訳を行うに当たって知り得た一切の情報を、外部に漏らしたり、他の

目的のために使用しません。また、当該情報が含まれた書類の提供を受け

た場合に、書類の複写しないこと及び使用後の廃棄若しくは返却を徹底し

ます。

4 中立性の維持

通訳の際には、出入国在留管理庁職員及び相手方のいずれにも偏らない

中立的な立場で接することとし、通訳以外の場において中立的な立場に疑

義を生じさせるような個人的な接触もしません。

年 月

面
■
一

（

署名



別記第19号様式

管 第
年 月

号
日

出入国在留管理庁長官 殿

出入国在留管理局（ 支局)長

在留資格取消処分状況報告書

年 月に在留資格の取消しを行った事案を下記のとおり報告します。

備考

取消通知害送達後の状況

(砿当する方に「1」を入力
する）

出国期間指定後の状況

(餓当する方に「1」を入力
する）

取消し事由

〈第22条の4

第1項の号数）

敢消台幌

登載番号
取り消した

在留資格
氏名 性別生年月日番号 国霜・地域 意見聴取不出頭

（彼当する場合
は『1」を入力

する）

意見聴取通知書
の送達

取消通知香

の送逮
意見聴取回数 特記事項敢清年月日 即番号

月1閲とE君

(蕃備部門へ
細凶1

蒜部門

への引渡し

出国期間

指定
期間内に出国

日本人の配偶

考淳
記入例

記入例

記入例

報

一

Ｗ
８

’

旧
１

●

一

●

中国 送付送達 出会送連女 1 9 2019/1/7 XX1234567 IABC DEF

CHIJKL岬0

払
一
“
一
“

ノノ

｜

・．
０

・

０

－

０

Ｗ
｜
“

｝

８ ９１

非該当

法22条の

4第7項た

だし香きを

適用

非該当ベトナム

一
旦

留学

技術・人文知

議・国際実務

5号

6号及び9号

公示送達 公示送達

”
一

輌
凸
ｑ
・

０
込
凸

句
回
、
の
銀

、
色
『
、
＆

１
凸
－
１
４

Ｙ

｝

Ｚ
Ｙ

｜

Ｚ

Ｗ

－

〃

2019／1／15

１
－
－

公示送達送付送達男ED18－ZZ PQRSnj VWXY 2019/l/23 Iアメリカ … 1，

1,

ル

哨
冒

F’

■
●

6

7

ｅ
ｂ

一
Ｄ
函
“



【配敏例｡注意事項】19号様式 、

別記第19号様式

管○審管第1234号
年 月 日

出入国在留管理庁長官 殿

○○出入国在留管理局長

在留資格取消処分状況報告書

年月に在留資格の取消しを行った事案を下記のとおり報告します。

獅備考

⑤② ③ ④
⑥ ⑦ ⑨

研
一 取消通知言送達後の状況

(該当する方に「1」を入力

耐‘する）命i

⑩
出国期間指定後の状況

(骸当する方に｢1」を入力
する）

i

意見懸絢書’
⑭取消し事由

（第22条の4

第1項の号数）

取消台帳

聾戟番号
取り消した

在留資格
･番号 国籍･地域 氏名 生年月日 性別

取消通知書
の送遠

意見聴取不出頭

〈肢当する場合
は「･1」を入力

する）

取消年月日 ED番号 意見聴取回数 特記事項

I〃V側:ギー.$毎

(馨備部門へ
･i－抑,

警備部門

への弓I渡L

出国期間

指定
期間内に出国

日本人の配偶
者等

●18-XX 中国 ABC DEF 女1 1970/4/1 1号 2019/1/7 送付送達XX1234567 山会送達 ウ I

法22条の

4第7項た

だし客きを

適用

●l8-YY

２

ベトナム 男(iHIJKL MNO 1990/4/】 留学 5号 1 2019/I/15 公示送達 公示送運YYYY1234567 非該当 非該当'

技術・人文知

議･国際業務
●18-ZZ3 PQRS1UvwXY 男アメ’U力合衆国 1980/4/1 6号及び9号 2019/1/23 送付送達 公示送達ZZZZ1234567

１

1 】

一一 一二且一一

~～
‘、
、

4

1 毎月の報告対象者のみを入力し，前月分までは配入しないでください．前月分までの報告に修正がある場合には，当肢月分報告の差替えデータを送付してください。
2 項目ごとの■竃点は次のとおりです。

① r国篇・地域」は，（慣りがある場合を除き) FEIS画面上に表示されるとおりに配入する。 例:Oアメリカ合衆国 ×米国/O中国（番港） ×香港
② 「氏名」は，英字・半角で記入する（英字氏名が不明の場合は漢字等も可。）。
③ 「生年月日」は，半角で記入する。

④ 『取り渭した在宙資格」は，プルダウンから迅択する（在自期間の肥入は不要。）。 例:O技術・人文知隙・田際業務 ×技能実冒2号(1年）
⑤ 「取消率由』は，プルダウンで遍択する。遍択肢の中に対象がない場合は全角で配入する。 例905号 ○G号及び9号 ×第1号 ×6号
⑥ 「取清年月日」は，西■・半角で入力する（日まで必ず入力する。）。 例: O2019/1/7×平成31年1月 ．
⑦ 「ED番号」は，半角で配入する（英字と数字の間のハイフンは不要．）。 例: OW1W567×ZZ－1234567

⑧ 「意見■取通知唇の送逮』及び「取消通知昼の送速」は，進運の方法をそれぞれプルダウンから沮択する。

⑨ 「意見聴取回数」は，1日を1回と数えて，取渭対象者に怠見聴取を行った回敷を入力する。なお，取涌対象者又は取渭対象者の代理人以外（関係者等）に対してインタビューを行った俎合は含まない。
⑩ 「左見聴取不出■』は，念見瓦取通知宮の送連完了後，期日に出頭しなかった場合に「1」を入力する

⑪ 「取消通知書の送達後の状況」について．警備郡門への引き渡した珊合にrl」を入力する(1号,2号,6号（法22条の4第7項ただし害きを遺用する場合に限る）による取消の場合が肢当）
⑫ 「取消通知書の送達後の状況」について，出国期間を指定した場合に「1」を入力する（3号から10号による取消の唱合(5号については法22条の4第7項ただし害音を適用しない増合のみ）が該当）
※⑪｡⑰について，1号，2号，5号（法22条の4第7項ただし轡きを■用する増合に限る〉による取渭の取消通知有を公示送達した場合は，どちらにも険当しないため,⑪と⑫の両方に「非骸当」を入力する。
⑬ 輯告期限を翌月末までと変更されたことに伴い‘出国期間指定後の状況について砿実に入力する。
⑭ 「特配串項」は, 補足すべき事項等があれば遭宜配入する。例：5号による取渭の泪合に『法22条の4第7項ただし害きを遭用｣と配載する等

s ファイル名は【地方局（支局）名】＋19号様式十（年月）としてください。加えて，肢当案件がない咀合は「蝕当なし」と配載してください。
例：【横浜】1曙様式(H31. 1)肢当なし／【東京】19の2号様式(IB1. 1)

S ファ

例

1212 司
L L

ｌ
’

I‐－ －1 1~ ． ’



別記第19号の2様式

管 第
年 月

ロ
写
口
Ｈ

出入国在留管理庁長官 殿

出入国在留管理局（ 支局)長

畠

在留資格取消手続終了報告書

年 月に在留資格の取消手続を終了（取り消さない決定又は終止）した事案を下記のとおり報告します。

備考

意見聴取不出頭
（誠当する場合

は11」を入力
・する）

取消台帳

登敏番号
番号 国絡・地域 氏名 性目'1 取消事由

(取消手続開始

時）

生年月日
意見聴取通知書

の送達

取り消さない決定

をした理由の榎酉
取消手続開始時

の在留資格
処分等年月日 意見聴取回数 特記事項即番号 処分等 処分等理由

記入例 ベトナム

インドネシア

単純出1画 送付送連○I8-XX
皇L
い, 留学 2019/l/10AB CD EFGH 1990／10／Ⅱ 5号 XXXX2345678 終止 11

1

1

YYYY2345678
意見聴取通知書送達前に
在留期限到来

記入例 女○18-W 1985/10/I 技能実習2号ロ 2019/l/17 在留期限経過 未了IJKLHNOP 5塔 終止 I’

継続的に就職活動を宿っていると

努められた

技術・人文知識・国際

棄務

日本人の配偶者等

韓国

男

記入例 O18-ZZ 送付送達QRST W 2019/1/24 取り消さない 正当な理由あり

取消事由に該当

しない

1980/10/1 6号 ZZ2345678

許可を受けた際と別の日本人と婚

姻した
女記入例 O18-XY 送付送達中図【香鰹） wX YZ 1970/10/1 7号 2019/l/31 YZ234567R 取り消さなb

I

2

３

4

、

6

7

8



【配鮫例･注意事項】19号の2様式

別記第19号の2様式

管○審管第1234号
年 月 日

出入国在留管理庁長官 殿

○○出入国在留管理局長

在留資格取消手続終了報告書

年 月に在留資格の取消手続を終了（取り消さない決定又は終止）した事案を下記のとおり報告します。

耐；
一

(1 2､4） 復） （6） （7） （8） （9）

胤事"鱸処分…。”識． 処分、｜…，消事由

8） 型 綱備腰刈

取り消さな

をした理由

恩 望（生取消台幌

登戟番号
悪見卿取小出頭

（該当する場合

は「11を入力

する）

国鰯・地域番号 取消事由

(取消手続開蛤

時）

日 性別
取消手続開始時

の在留資格
取り消さない決定

をした理由の概要 意見胃蕊知書|意見轍取回徽Ep番号 処分等 処分等理由 特記事項

O18－XX lベトナム l ABCDEFGH 1990/10/1 男 留学 5号1 2019/】／10 終止XXXX2345678 単純出国 送付送達 0 I

意見藤取通知香送達前に

在留蛎限到来
Ol8-YY 1985/10/】 女インドネシZI IJKL岬0P 技能実習2号ロ 5号 2019/1/17

２

終止 在留期限経過 未了YYW2345678 0

継続的に就職活動を行っていろと

認められた
○18-ZZ 韓国 術･人_文知織･国際業1980/10/1 男QRST uv 6号 20】9/1/24 取り消さない3 正当な理由あり 送付送達ZZ”45678 1

取消事由に該当

しない

許可を受けた際と別の日本人と婚

姻した
4 1 ○18-XY l中国〔香港） 1970/10/1 女 日本人の配偶者等 7号WX YZ 2019/1/31 取り消さないYZ2345678 送付送達 ’三‐｜１．

＝ －－ ■ 一一 一 一一 一一一一

に5

イ 毎月の報告対象者のみを入力し，前月分までは配入しないでください。前月分までの報告に修正がある場合には．当麟月分報告の差替えデータを送付してください。
項目ごとの留意点は次のとおりです。

「国縛・地域」は，（限りがある堪合を除き) FEIS■面上に表示されるとおりに配入する。 例:Oアメリカ合衆国 ×米国/O中国（香港） ×香港
「氏名」は，英字・半角で配入する〈英字氏名が不明の俎合は漢字等も可。）。

「生年月日」は，半角で配入する。

「取消手銭開始時の在留資格」は，プルダウンから週択する（在留期問の記入は不要。）。 例5○技術・人文知直・国濠業藩 ×技能実習2号（1年）
『取消事由」は，プルダウンで選択する。選択肢の中に対象がない増合は全角で記入する． 例:05号 06号及び9号 ×第1号 ×6号
「処分等年月日」は，西屠・半角で取り消さないことを決定した又は終止とした年月日を入力する（日まで必ず入力する．）． 例: 02019/1/7×平成31年1月
「ED番号」は，半角で配入する（英字と数字の間のハイフンは不要。）． 例: OW12誤閉7×zz－12345e7

『処分与」は「取り消さない」又は「終止」をプルダウンから選択する。

「処分等理由」は⑧の結■に至った理由を配戴する．第1章爾4庫第5に掲げる事実，正当な理由あり，取渭事由に該当しない，等が想定される。
⑧で「取り消さない』を週択した増合に，決定した理由の榎要を記載する。

「江見聴取通知書の送逮』は，送連の方法をそれぞれプルダウンから週択する。

「意見聴取回数」は，1日を1回と数えて，取消対象者に意見聴取を行った回数を入力する。なお， 取燗対象者又は取消対象者の代理人以外（関係者等）に対してインタビューを行った増合は含まない。
「意見聴取不出頭」は，意見■取通知害の送達完了後，期日に出頭しなかった堪合に「1」を入力する
「特配事項」は，補足すべき事項等があれば菰官飼入する．

ファイル名は【地方局〈支局）名】＋19号の2様式十（年月）としてください。加えて，骸当案件がない場合は『蝕当なし」と記載してください。
例：【神戸】19号の2様式〈隅1.1)肢当なし／ 【東京】19の2号様式佃31.1）

１
２

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

］ ［
j

I

■

一喝

F

1

《

_ノ12



別記第20号様式

RECEIPT

Date

1

０
１
‐
ｊ
Ｆ

, issued by Minister of Foreigl. I receiVed the letter of Notice No

Affairs of Japan.

Sign ture



別記第21号様式
番 号
Number

年
Date Year

月
Mondl

日

Day

利 害 関 係 人 呼 出 状
NOTICE FOR PARnCIPATION OF INTERESTED PERSON

殿

To Mr./Ms

出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の5第1項の規定に基づき、下記のとおり意見の
聴取に関する手続に参加することを求めます。

Pursuant to the pmvisions of ParaglaPh l of Article 25-5 of the lmmigration Conrol and Rehlgee Recogninon Act,

you are requested to participate in the pmcedures of the hearing as fbllows.

1 利害関係人
Interest" Person

男Male
女Female氏名・性別

N2m MGmd"

国籍・地域
Nationality/Re"on

生年月日
Date of Birth

年
Year

月
Mond]

日

Date

住 居 地

Address in Japan

2 在留資格取消対象者
S呵ect of Revocation of Stams of Residence

氏名・性別
NRm "Gald"

（
男Male
女Female

国籍・地域
NationaliW/Rmion

生年月日
Date of Birth

年
Year

月
Mondl

日

Date

在留資格
Stah]S of R"idencc

3 意見の聴取を行う期日及び場所
Date and Location of Hea㎡､9

時 分 場 所
Time Location

年 月
Year Mondl

日

Date

4 参加を求める理由
Reason of request to participation
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